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障害者福祉課 

 

議案第６３号 指定管理者の指定について 

（港区立障害者住宅シティハイツ竹芝） 

 

１ 施設名称等 

施 設 名 称 所 在 地 

港区立障害者住宅シティハイツ竹芝 芝一丁目８番２３号 

 

２ 事業者選定の経過 

  港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会を設置し、優良な候補者

を１事業者選考した後、港区指定管理者選定委員会での審議を経て決定しました。

応募事業者は、１事業者でした。 

（１）港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会 
 

 氏 名 役 職 等 

委員長 今村 昭文 グリーンヒル法律特許事務所 弁護士 

副委員長 冨田 慎二 港区街づくり支援部長 

委  員 平田 英雄 
東京都マンション管理士会 

都心区支部 支部長 

委  員 野崎 道代 
独立行政法人都市再生機構 

東日本賃貸住宅本部 住宅経営部 収納課長 

委  員 杉浦 ひとみ 
東京アドヴォカシー法律事務所 副所長 

弁護士 

委  員 冨永 純 港区街づくり支援部建築課長 

委  員 奥村 直人 港区保健福祉支援部福祉施設整備担当課長 

（２）選考委員会の開催状況 

回 数 開 催 年 月 日 審 議 内 容 

第１回 令和４年１０月１４日（金） 

候補者の選考方法について 

公募要項について 

選考基準について 

第２回 令和５年 ２月 ９日（木） 

応募事業者の財務状況等について 

第一次審査（書類審査） 

第二次審査の方法について 

令和５年６月２６日 資料№６ 

保 健 福 祉 常 任 委 員 会 



2 

第３回 令和５年 ３月１７日（金） 

第二次審査（プレゼンテーション及

びヒアリング） 

候補者の決定について 

（３）港区指定管理者選定委員会 

令和５年５月１０日（水）に開催された令和５年度第１回港区指定管理者選定

委員会において、港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会で選考さ

れた事業者が、指定管理者候補者として選定されました。 

           

３ 選定された事業者 

名  称 東急コミュニティー・東急セキュリティ共同事業体 

代表団体 

名 称 株式会社東急コミュニティー 

代表者 代表取締役 木村 昌平 

所在地 東京都世田谷区用賀四丁目１０番１号 

構成団体 

名 称 東急セキュリティ株式会社 

代表者 代表取締役社長 下形 和永 

所在地 東京都世田谷区太子堂四丁目１番１号 

 

４ 指定期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間） 

 

５ 選定の理由 

（１）全国、特別区で多くの公的住宅管理の実績があり、住宅との複合施設の管理

運営実績も有しています。公的住宅管理の豊富な経験と専門的な知識を生かす

ことで、指定管理者制度の目的である民間企業が持つノウハウを十分に活用で

きます。 

（２）企業規模の大きさを生かした組織体制、職員の欠員リスクに対するバックア

ップ体制が構築され安定的な管理運営が可能です。また、指定管理者事務所と

防災センターの指揮命令系統が明確で、防災センターへのサポート体制も構築

されており、管理体制や職員研修の実施内容も具体的に示されている点が高く

評価できます。 

（３）複合施設が多いという港区の特性を把握し、設置目的を十分に理解した上で

施設運営を考えています。複合施設を適切に管理するために必要な技術資格を

保有する職員を配置し、防災センターには複合施設における管理経験を有する

職員を配置するなどの取組が高く評価できます。 

（４）危機管理・安全対策について、共同事業体の構成企業が警備業を専門業務と

する事業者であり、２４時間３６５日の緊急体制を構築可能な点が評価できま
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す。また、個人情報保護の取組は、事務統括と技術統括の職員が個人情報保護

士認定を取得し、指導・教育を実施しています。事務所内に防犯カメラを設置、

業務時間中は私用携帯電話を預け入れ、記録簿により責任者が管理するなど、

非常に具体的な提案があり、高く評価できます。 

（５）災害発生時の対応と体制について、リスクの事前把握、災害情報をリアルタ

イムで取得できるシステムの活用、住民の防災訓練参加率向上の取組、自助共

助の意識付けとしての避難地図の作成など、具体的な取組が示されています。 

（６）障害者、高齢者へのふれあいサポート、年６回の戸別訪問、子育て交流、コ

ミュニティイベントの開催等の提案は、実現性が高く、高齢者、子育て層及び

地域の支援につながる取組があり、評価できます。 

 

６ 今後の予定 

令和６年４月１日  指定管理者による管理運営の開始 
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令和５年３月１７日 

港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会 
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はじめに 

 

 本報告書は、港区特定公共賃貸住宅等の指定管理者候補者を選考するにあたり、「港区特定

公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会」における審査の経過及び結果について報告す

るものです。 

 

 港区が定めた「港区指定管理者制度運用指針」では、民間事業者等が持つノウハウやアイ

ディア、専門性などを活用することにより、多様化する区民ニーズへの柔軟かつ迅速な対応

や効率的で効果的な区民サービスの提供が可能となる施設については、積極的に指定管理者

制度の導入を進めるとしています。 

「港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会」は、このような視点を踏まえた

上で、港区特定公共賃貸住宅、港区営住宅、港区立住宅及び港区立障害者住宅の設置目的を

最大限に生かし、効率的・効果的に区民サービスを提供することができる候補者の選考を行

いました。 

審査にあたっては、常に厳正さと公正さを確保するとともに、委員会として委員の総意の

下に結論を導き出すよう努めました。 

 

港区特定公共賃貸住宅等指定管理者への応募は１事業者のみでしたが、提案内容は現状の

課題を的確に捉え、かつ、将来を見据えた大変優れた提案であったため、指定管理者を公募

した目的が十分達成されたものと大変喜ばしく感じています。 

選ばれた事業者には、港区特定公共賃貸住宅条例、港区営住宅条例、港区立住宅条例及び

港区立障害者住宅条例に定める目的の達成に向け、指定管理者として十二分に力を発揮され

ることを強く期待いたします。 

 

 

 

令和５年３月１７日 

 

 

港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会 

委員長 今 村 昭 文 
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 Ⅰ 選考した指定管理者候補者について 

  

１ 指定管理者候補者 

 【共同事業者名】東急コミュニティー・東急セキュリティ共同事業体 

代表団体 

名 称：株式会社東急コミュニティー 

代表者：代表取締役  木村 昌平 

所在地：東京都世田谷区用賀四丁目１０番１号 

    世田谷ビジネススクエア タワー 

構成団体 

名 称：東急セキュリティ株式会社 

代表者：代表取締役社長  下形 和永 

所在地：東京都世田谷区太子堂四丁目１番１号 

 

２ 対象施設 

 住宅名 住宅の種別 
管理戸数 

（戸） 
所在地 

1 シティハイツ高浜 

特定公共賃貸住宅 

（建替中） 

令和 7 年竣工予定 

２０ 芝浦四丁目 3 番 

２ シティハイツ港南 

区営住宅 ４９ 

港南三丁目 3 番 17 号 
区立住宅 ２６ 

特定公共賃貸住宅 

（高齢型住戸） 

１３０ 

（３３） 

３ シティハイツ竹芝 
特定公共賃貸住宅 ８７ 

芝一丁目 8 番 23 号 
区立障害者住宅 １８ 

４ シティハイツ桂坂 
区営住宅 ２０ 

高輪二丁目 13 番 8 号 
特定公共賃貸住宅 ５３ 

５ シティハイツ神明 特定公共賃貸住宅 １５０ 浜松町一丁目 13 番 1 号 

６ シティハイツ白金 区営住宅 １８ 白金三丁目 7 番 9 号 

７ シティハイツ六本木 区営住宅 ５０ 六本木六丁目 5番 25 号 

８ シティハイツ一ツ木 区営住宅 ２４ 赤坂五丁目 2 番 50 号 

９ シティハイツ芝浦 区営住宅 ７６ 芝浦三丁目 5 番 34 号 

１０ シティハイツ第２芝浦 区営住宅 ２７ 芝浦三丁目 5 番 35 号 

１１ シティハイツ車町 区営住宅（建替中） ７６ 高輪二丁目 19 番 

１２ シティハイツ高輪 区立住宅 ６５ 高輪一丁目 16 番 25 号 
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３ 指定期間  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間） 

 

４ 選考の理由 

（１）全国、特別区で多くの公的住宅管理の実績があり、住宅との複合施設の管理運営実績

も有しています。公的住宅管理の豊富な経験と専門的な知識を生かすことで、指定管理

者制度の目的である民間企業が持つノウハウを十分に活用できます。 

（２）企業規模の大きさを生かした組織体制、職員の欠員リスクに対するバックアップ体制

が構築され安定的な管理運営が可能です。また、指定管理者事務所と防災センターの指

揮命令系統が明確で、防災センターへのサポート体制も構築されており、管理体制や職

員研修の実施内容も具体的に示されている点が高く評価できます。 

（３）複合施設が多いという港区の特性を把握し、設置目的を十分に理解した上で施設運営

を考えています。複合施設を適切に管理するために必要な技術資格を保有する職員を配

置し、防災センターには複合施設における管理経験を有する職員を配置するなどの取組

が高く評価できます。 

（４）危機管理・安全対策について、共同事業体の構成企業が警備業を専門業務とする事業

者であり、２４時間３６５日の緊急体制を構築可能な点が評価できます。また、個人情

報保護の取組は、事務統括と技術統括の職員が個人情報保護士認定を取得し、指導・教

育を実施しています。事務所内に防犯カメラを設置、業務時間中は私用携帯電話を預け

入れ、記録簿により責任者が管理するなど、非常に具体的な提案があり、高く評価でき

ます。 

（５）災害発生時の対応と体制について、リスクの事前把握、災害情報をリアルタイムで取

得できるシステムの活用、住民の防災訓練参加率向上の取組、自助共助の意識付けとし

ての避難地図の作成など、具体的な取組が示されています。 

（６）障害者、高齢者へのふれあいサポート、年６回の戸別訪問、子育て交流、コミュニテ

ィイベントの開催等の提案は、実現性が高く、高齢者、子育て層及び地域の支援につな

がる取組があり、評価できます。 

 

 

 

１３ シティハイツ赤坂 区立住宅 ５６ 赤坂四丁目 18 番 13 号 

合計 １３団地 

特定公共賃貸住宅 

区営住宅 

区立住宅 

区立障害者住宅 

４４０ 

３４０ 

１４７ 

１８ 

※建替中の戸数も計上

しています。 



5 

 

Ⅱ 選考経過について 

１ 選考の方法  

(１) 第一次審査 

応募法人から提出された申請書類及び計画書類について、財務関係書類、基本的事項

の適格審査、計画書類に対する評価をもとに総合的な審査を行い、応募事業者を第一次

審査通過者として選考しました。 

(２) 第二次審査 

第一次審査通過者に対して、プレゼンテーション及びヒアリングを行い、（第一次審

査と第二次審査とを併せた）総合評価により指定管理者候補者を選考しました。 

 

２ 選考委員会の構成 
 

委 員 長 今 村 昭 文 グリーンヒル法律特許事務所 弁護士 

副委員長 冨 田 慎 二 港区街づくり支援部長 

委  員 平 田 英 雄 
東京都マンション管理士会 

都心区支部 支部長 

委  員 野 崎 道 代 
独立行政法人都市再生機構 

東日本賃貸住宅本部 住宅経営部 収納課長 

委  員 杉 浦 ひとみ 
東京アドヴォカシー法律事務所 副所長 

弁護士 

委  員 冨 永  純 港区街づくり支援部建築課長 

委  員 奥 村 直 人 港区保健福祉支援部福祉施設整備担当課長 

 

３ 公認会計士  

澤 田 尚 史 澤田公認会計士事務所 
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４ 選考の進め方 

 

応募書類提出（申請書・財務諸表・管理運営計画書等） 

 

 

 

 

 

 

 
＜第一次審査＞ 

 

１ 事業者の財務状況の調査・分析を行い、可（安定的に経営基盤を有している）若し

くは不可（安定的に経営基盤を有していない）で評価します。 

２ 事業者の資金計画の調査・分析を行い、Ａ（特に優れている）～Ｅ（劣っている）

までの５段階に評価します。 

３ 事業者ごとに、選考基準の各項目に対応した配点に基づき、各選考委員が書類審査

を行い、採点します。 

４ 公認会計士等による財務状況分析に基づく評価と、各選考委員による書類審査の

合計得点により総合的な審査を行い、得点率６０％以上の事業者を第一次審査通過

者とします。 

 

 

 

＜第二次審査＞ 
 

１ 第一次審査通過者に対して、プレゼンテーション（各事業者１５分程度）及びヒア

リング（各事業者２５分程度）を行います。 

２ 全てのプレゼンテーションとヒアリングが終了した後、各選考委員による審査項

目を中心とした評価を行い、採点します。 

３ 第一次審査と第二次審査の点数を合計し、指定管理者候補者を選考します。 

公認会計士による財務状況等の調査・分析を行い、財務状

況評価は可若しくは不可、資金計画評価はＡ～Ｅの５段階

で評価します。 

選考委員による書類審査 

プレゼンテーション及びヒアリング、計画書等の総合評価 
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５ 選考委員会等の開催状況及び経過 

(１) 第１回選考委員会 

日 時  令和４年１０月１４日（金） １４時～１５時 

場 所  港区役所９階 研修室 

議 題  委員の委嘱について 

候補者の選考方法について 

          公募要項について 

          選考基準について 

 

(２) 公募手続 

ア 公募説明会   令和４年１０月２７日（木） 

イ 現地見学会       １０月２７日（木）２８日（金） 

ウ 申請受付        １０月２０日（木）～令和５年１月１９日（木） 

エ 質問書受付       １０月２８日（金）～１１月１１日（金） 

オ 質問への回答      １１月２５日（金） 

 

(３) 第２回選考委員会(第一次審査) 

日 時  令和５年２月９日（木） １４時～１５時 

場 所  港区役所９階 研修室 

議 題  応募事業者の財務状況等について 

         第一次審査（書類審査） 

          第二次審査の方法について 

 

 (４) 第３回選考委員会（第二次審査） 

日 時  令和５年３月１７日（金） １４時～１５時２５分 

場 所  港区役所 ９１２・９１３会議室 

議 題  第二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

         候補者の決定について 

 

 Ⅲ 選考対象者について 
 

No 事業者の名称 所在地 

１ 
東急コミュニティー・東急セキュリティ共

同事業体 

東京都世田谷区用賀四丁目１０番１号 

 世田谷ビジネススクエア タワー 

 株式会社東急コミュニティー内 
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Ⅳ 選考結果について 

 

１ 第一次審査 

(１) 財務状況分析等について  

    公認会計士による財務状況調査分析等報告書に基づき説明がありました。 

ア 財務状況評価 

各法人より提出された財務諸表（決算報告）を基に、財務規模、収益性、安全性につ

いて、数値及び比率分析等により、安定的に継続して指定管理業務を行うことができ

るか否かを、可若しくは不可の絶対評価を行いました。 

   イ 資金計画評価 

法人より提出された資金計画書を基に、資金・収支計画の正確性、安全性、収支見込

の妥当性、運転資金調達の確実性、事業計画との整合性、経費見積もりの妥当性など

について数値及び比率分析により、Ａ～Ｅの５段階総合評価を行いました。 

 

(２) 選考基準表に基づく採点  

選考委員ごとに評価した点数を合計し、全委員の採点した点数の合計による選考を実施し

ました。 
 
 

順位 事業者の名称 
財務状況 

評価 

資金計画 

評価 

合計点数 

（1,400 点満点） 

１ 

東急コミュニティー・東急セキュリティ共同事業体  

Ｂ １，１０９ 
 

株式会社東急コミュニティー 可 

東急セキュリティ株式会社 可 

※ 財務状況評価基準  

可（安定的に経営基盤を有している）、不可（安定的に経営基盤を有していない） 

※ 資金計画評価基準 

 Ａ：特に優れている、Ｂ：優れている、Ｃ：普通、Ｄ：やや劣っている、Ｅ：劣っている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

(３) 選考経過 

各委員が各候補者の提案内容の評価について意見交換を行いました。 
 

事業者の名称 委員の意見 

東急コミュニティ

ー・東急セキュリテ

ィ共同事業体 

・全国、特別区において多くの公的住宅管理の実績があり、住

宅との複合施設の管理運営実績も有している。 

・業務執行体制では、地域ごとの管理体制や職員研修の実施内

容も詳細に示されている点が高く評価できる。 

・危機管理は、２４時間３６５日対応であり、緊急時の迅速な

対応が可能である。有識者、経験者が配置されており、連携

体制がとれている。 

・個人情報保護の取組は、職員の個人情報保護士認定の取得や

指導・教育、管理体制等に関する非常に具体的な提案があり、

高く評価できる。 

・障害者、高齢者へのふれあいサポート、年６回の戸別訪問、

子育て交流、コミュニティイベントの開催等の提案は、実現

性が高く、高齢者、子育て層及び地域の支援につながる取組

があり、評価できる。 

・災害発生時の対応と体制について、リスクの事前把握、災害

情報をリアルタイムで取得できるシステムの活用、住民の防

災訓練参加率向上の取組、自助共助の意識付としての避難地

図の作成など、具体的な取組が示されている。一方で、障害

者や高齢者に対する災害時の支援体制については確認が必

要である。 

・再委託について、提出資料からは委託先選定理由が明確でな

いため、確認が必要である。 
 

   以上の点を総合的に勘案した結果、応募事業者を第一次審査通過者としました。 

 

２ 第二次審査 

(１) プレゼンテーション及びヒアリング 

第一次審査通過１事業者が１５分のプレゼンテーションを行った後、管理運営計画書

及びプレゼンテーションの内容に基づき２５分のヒアリングを行い、選考基準により審

査しました。 
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(２)採点結果 

選考委員ごとの評価した点数を合計し、全委員の採点した点数の合計と第一次審査の

合計点を合算した総合点数をもとに順位付けしました。 
 

順位 事業者の名称 

総合点数 

（2,100 点

満点） 

第一次審査点数 

（1,400 点満点） 

第二次審査点数 

（700 点満点） 

１ 

東急コミュニティ

ー・東急セキュリ

ティ共同事業体 

１，６０９ １，１０９ ５００ 

 

(３) 選考経過 

各委員が第一次審査通過者の管理運営計画書及びプレゼンテーションの内容の評価

について意見交換を行いました。 

 

事業者の名称 委員の意見 

東急コミュニティ

ー・東急セキュリテ

ィ共同事業体 

・施設の安全管理について、構成企業が警備業を専門業務とす

る事業者であり、２４時間３６５日の緊急体制を構築可能な

点が高く評価できる。 

・企業規模の大きさを生かした組織体制、職員の欠員リスクに

対するバックアップ体制が構築され安定的な管理運営が可

能である。 

・指定管理者事務所と防災センターの指揮命令系統が明確で

あり、防災センターへのサポート体制が構築されている。 

・企業規模が大きく、全国展開していることから、災害発生時

においては他地区からの支援が期待できる。 

・複合施設が多いという港区の特性を把握し、設置目的を十分

に理解した上で施設運営を考えている点が評価できる。 

・プレゼンテーションは良くできており、質疑に対する受け答

えからも十分な準備をしてきたことが感じられ、意欲が確認

できた。 
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Ⅴ 最終選考結果について 

 

 最終選考結果 

  選考基準に基づき、「東急コミュニティー・東急セキュリティ共同事業体」には、高い総

合評価が与えられました。選考委員会の総意として、「東急コミュニティー・東急セキュリ

ティ共同事業体」を港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者として選考します。 
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会  議  名 第１回港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会 

開 催 日 時      令和４年１０月１４日（金） １４時から１５時まで 

開 催 場 所      区役所９階 研修室 

委   員      

（出席者）７名 

今村委員、平田委員、野崎委員、杉浦委員 

冨田委員、冨永委員、奥村委員 

（欠席者）なし 

事 務 局      

街づくり支援部住宅課長 富沢 

街づくり支援部住宅課住宅政策担当係長 河野 

街づくり支援部住宅課住宅管理係長 東條 

保健福祉支援部障害者福祉課長 小笹 

保健福祉支援部障害者福祉課障害者施設係長 高尾 

傍 聴 者 なし 

会 議 次 第      

１ 開会・挨拶 

２ 委員委嘱 

３ 委員紹介 

４ 委員長選出 

５ 議題 

（１）公募要項（案）について 

（２）指定管理者候補者の選考について 

６ その他 

７ 閉会 

配 付 資 料      

資料１ 港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会設置要綱 

資料２ 港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会委員名簿 

資料３ 港区特定公共賃貸住宅等指定管理者公募要項（案） 

資料４ 選考（審査）に当たってのチェックポイント 

資料５ 港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者第１次審査選考基準・採点

表（案） 

資料６ 港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者第２次審査選考基準・採点

表（案） 

資料７ 港区特定公共賃貸住宅等指定管理者公募要項（案）【別紙集】 

資料８ 港区特定公共賃貸住宅等指定管理者公募要項（案）【様式集】 

資料９ 住宅関係条例・規則 

会議の結果及び主要な発言 

（発言者） 

 

１ 開会・挨拶 

２ 委員委嘱 

港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会会議録 
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事務局 

 

Ｃ委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

Ｆ委員 

 

 

 

事務局 

委員長 

 

事務局 

Ｆ委員 

 

 

事務局 

Ｆ委員 

 

 

 

事務局 

 

Ｆ委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

Ｆ委員 

 

 

事務局 

 

３ 委員紹介 

４ 委員長の選出 

委員長は、港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会設置要綱第

５条第２項の規定により、委員の互選で選任します。 

今村委員を推薦します。 

（委員一同、異議なし） 

副委員長は、港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会設置要綱

第５条第３項に基づき、冨田街づくり支援部長が務めます。 

 

５ 議題 

（１）公募要項（案）について 

  （事務局から、公募要項（案）の説明） 

 公募要項９頁から記載のある施設の維持管理業務は、標準的にどのようなこ

とを行うのかを記載した標準仕様はありますか。気になった点は、管理人業務

が 365 日なのか、勤務時間はどのくらいなのか、それらが標準仕様としてある

のか確認させてください。 

 業務基準書及び業務仕様書があります。 

管理人が常駐なのか、勤務時間がどのくらいなのかは、そこに記載してあり

ますか。 

仕様書に詳細な記載があります。 

公募要項２８頁（７）提出書類に関する留意事項で、「区が必要とする書類

の提出を求めることや、ヒアリングを実施する場合があります」と記載があり

ますが、このようなことを想定しているのはどのような場面ですか。 

申請書類の不足等があった場合、不足部分の資料を求めます。 

公募要項３１頁（２）指定管理者候補者の選定のイの部分に、「候補者に事

故のあるときは、選定されなかった応募者のうちから新たに候補者を選定する

ことがあります」と記載されていますが、次点の候補者を繰り上げるというこ

とでしょうか。 

 過去にはそのような事案はありませんが、そのような場合については、本委

員会で対応を審議いただきます。 

公募要項３２頁（５）第２次審査用資料の提出で、後ほどの採点の部分に係

るかと思いますが、第１次審査の選考の目安もしくは第２次審査に進む事業者

の数といった設定はありますか。 

第１次審査の委員合計点は 1,400 点満点ですので、６０％以上の 840 点以上

の得点が必要です。840 点未満の場合は委員会で審議して判断して頂きます。

第２次審査も同様に６０％です。第２次審査の委員合計点は 700 点満点ですの

で、６０％の 420 点以上の得点が目安になります。第２次審査に進む事業者数

の設定はありません。目安となる得点により判断します。 

区の契約に関するプロポーザルの事例で言うと、第２次審査に進む事業者数

を予め決めている場合もありますが、今回の選考においては、第２次審査に進

む事業者数の設定はしないのでしょうか。 

第２次審査に進む事業者数の設定はせず、第１次審査の委員合計点の６０％

を超えれば、全事業者が第２次審査に進みます。 
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委員長 

 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

事務局 

 

 

Ａ委員 

 

 

事務局 

 

 

Ｆ委員 

 

 

 

事務局 

 

委員長 

事務局 

委員長 

 

 

委員長 

 公募要項（案）のとおり決定してよろしいでしょうか。 

（各委員賛同） 

港区特定公共賃貸住宅等指定管理者公募要項を決定します。（結論） 

 

（２）指定管理者候補者の選考方法について 

（事務局が、資料５、６について説明） 

例えば、Ａ者とＢ者があった場合、Ａ者の方が得点は高いが、委員会での審

議ではＢ者の方が、評価が高かった場合はどうしますか。 

評価を点数に反映するのが原則なので、点数が低い方を選定することはない

と考えます。特殊事情等何かあれば、本委員会で議論いただき判断を仰ぎたい

と思います。 

総合的な評価が点数として反映されるものですが、施設の管理運営に必要な

要件を満たさない事項がある場合は、本委員会で審議し、次点の事業者を選考

する場合があるということでよろしいですか。 

必要な要件を満たしているかの目安として、６０％以上の得点を基本にして

いますが、特定の項目で不安がある場合などは、改善の可能性なども含めて委

員会で審議いただき、総合的な評価として判断します。 

第１次審査の採点表の管理運営実績については、申請書類に記載してある事

項を採点表下欄の「類似実績の評価について」に基づき評価を行うものだと思

います。そこは各委員の審査によらずとも評価ができる部分かと思いますの

で、ここは事務局採点にしてはいかがでしょうか。 

ご指摘のとおり、客観的に判断するものであり、点数にぶれがあるものでは

ありませんので事務局採点とします。 

 採点表を修正するというものではないですね。 

 事務局で採点したものを採点表に記入し、各委員へお渡しします。 

第１次審査表（案）、第２次審査表（案）のとおり決定してよろしいでしょ

うか。 

（各委員賛同） 

第１次審査表、第２次審査表を決定とします。（結論） 

６ その他 

（事務局から今後のスケジュールについて説明） 

７ 閉会 

  本日の委員会は以上をもって閉会します。 
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会  議  名 第２回港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会 

開 催 日 時      令和５年２月９日（木） １４時から１５時まで 

開 催 場 所      区役所９階 研修室 

委   員      

（出席者）６名 

今村委員、平田委員、野崎委員、杉浦委員 

冨永委員、奥村委員 

（欠席者）１名 

冨田委員 

事 務 局      

街づくり支援部住宅課長 富沢 

街づくり支援部住宅課住宅政策担当係長 河野 

街づくり支援部住宅課住宅管理係長 東條 

保健福祉支援部障害者福祉課障害者施設係長 高尾 

傍 聴 者 なし 

会 議 次 第      

１ 開会 

２ 財務状況等分析結果について 

３ 議題 

  （１）財務状況等について 

  （２）第１次審査について 

  （３）第１次審査通過者の決定について 

４ 第２次審査の選考方法について 

５ 今後のスケジュール 

６ 閉会 

配 付 資 料      

資料１ 財務状況調査・分析報告書 

資料２ 資金・収支計画の状況分析報告書 

資料３ 第１次審査採点集計表 

資料４ 第２次審査選考基準・採点表 

資料５ 第２次審査の選考方法について 

資料６ 第１回港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会会議録 

参考資料 公募要項 

     応募書類一式 

会議の結果及び主要な発言 

（発言者） 

委員長 

 

 

 

 

 

１ 開会 

 本日、委員１名が欠席していますが、委員の過半数の出席があるため、当委

員会は有効に成立しています。また、欠席者からの講評については、事務局が

代読します。 
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公認会計士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

事務局 

 

 

 

 

２ 財務状況等分析結果について 

（１）財務状況調査・分析結果 

Ａ事業者 可否判断 

共同事業体 
Ａ１事業者 可 

Ａ２事業者 可 

 

（２）資金計画調査・分析結果 

事業者 総合評価 

Ａ事業者 Ｂ 

財務状況分析結果は両社とも可です。十分安定的な経営基盤を有していると

言えます。Ａ１事業者の財務規模は大変大きく、収益性は高いと言えます。安

全性の指標である流動比率及び固定長期適合率も高いです。2022 年３月期は

増収減益ですが、組織再編（合併）によるものです。将来に向かっての組織再

編であり、次期以降の業績に悪い影響を与えるものではないと考えられます。

Ａ１事業者、Ａ２事業者とも上場会社の系列で、連結対象です。監査法人の監

査が入っており、決算は適正に監査されています。Ａ２事業者はＡ１事業者と

比較すると売上高の規模は小さいですが、それでも８０億円ほど売上高がある

会社です。2021/3 期の業績の落ち込みは、コロナの影響と考えられますが、

2022/3 期に回復しています。この回復は、雇用調整助成金によるものだと考

えられますが、いずれにしてもＡ２事業者は、十分な内部留保があり、特に問

題はありません。 

共同事業体での資金計画を評価しました。総合評価は優れているのＢです。

現在の指定管理料と比較して人件費が増加していますが、港区の最低賃金の増

加と比較して問題ありません。人件費の水準をみても、概ね適正と考えられま

す。財務的に問題ありません。 

 

質問ありますか。 

（委員一同、質問なし） 

（公認会計士退出） 

 

３ 議題 

（１）財務状況等について 

財務状況分析の評価について決定してよろしいでしょうか。 

（委員一同、異議なし） 

 

（２）第１次審査について 

審査項目２公的賃貸住宅又は集合住宅の管理運営実績の評価について、事務

局から説明してください。 

Ａ1 事業者の過去３年間の類似施設の管理運営実績では、他自治体の公営住

宅の実績は、全国にわたって多数の実績があります。５４自治体、249,550 戸

です。２３区内では、１１区の実績があります。また、住宅との複合施設の管

理運営実績は、品川区では、地域センター、高齢者福祉施設等があります。渋
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Ｃ委員 

 

 

 

 

 

 

 

谷区では、地域包括支援センター、グループホーム等があります。よって、以

上の実績状況から総合的に判断し、評価を５とし、各委員１０点としました。 

各委員から講評をお願いします。 

記載内容に問題はなく、ほぼ適正であったため、高い評価をしました。 

高齢者や障害者への配慮という視点で評価しました。全体的に災害弱者や支

援が必要な方への配慮や思いは細かく記載されていましたが、一部、災害時の

対応という点で、高齢者や障害者への記載が不足していた点が気になりまし

た。しかしながら、全体的には、実績があり、これまでの実績を踏まえると非

常に心強いパートナーになるのではないかと思いました。 

全体として提案は良くまとまっている印象です。指定管理者としての実績も

多く、過不足なく提案されています。業務執行体制では、全ての項目について

基本的事項を網羅しています。その中で、エリアごとの管理体制や職員研修の

実施内容も詳細に示されている点を高く評価しました。危機管理・安全対策も

概ね問題なく、施設の管理運営についても基本的事項を網羅しています。ただ、

再委託について、事業者の選定理由等の記載が不足していました。シルバー人

材センターの活用についても今一つであったため、この辺りは評価を低くして

います。その他、サービスの提供、地域の拠点としての計画性、温室効果ガス

排出の取組、デジタル技術の活用について、特に評価を下げたものはなく、概

ね不足ない提案がされていると感じています。 

目的を正しく理解しているか、提案は妥当であるか、実現性があるかを中心

に評価しました。資金計画等、人件費が上がっている中、コスト削減も図って

いることが見受けられ、好意的な管理面が期待できると考えます。管理運営計

画、施設運営についても正しく理解できていますし、運営方針も明確だと思い

ます。入居者の満足度ＣＳ向上について、特にコミュニティ形成のサービス部

分について、マルシェ、キッチンカーの誘致、イベント開催等は、出歩く機会

が減少しているコロナ禍の中、高齢者、子育て層の支援、地域支援になると思

いました。このような取組を評価しました。危機管理体制は 365 日対応可能体

制であり、災害発生時の対応は一般的な対応が示されています。施設の管理運

営は有識者、経験者が配置されており、連携体制もとれていると思います。修

繕計画は長寿命化を意識し、緊急センターマニュアルの整備が出来ているとい

うことで、迅速な対応体制が構築出来ていると思います。再委託は、シルバー

人材センターの活用が列挙されており、区内の事業者も活用するという記載が

ありましたので、その辺を評価しています。障害者、高齢者へのふれあいサポ

ート、年６回の個別訪問、子育て交流、コミュニティイベントの開催等の提案

があり、実現性が高いと考えています。 

実績が非常にあり、提案も具体性があり、実現性が感じられます。ただ、全

体的に見て、障害者福祉とか、弱者に対する支援体制についての具体性のある

提案が一部に見られませんでした。業務執行体制につきまして、職員の研修取

組の中に障害者福祉の点が無かったことが少し引っ掛かりましたが、それ以外

は全体的によくまとまった具体的な提案がされていると思います。研修、職員

体制、勤務体制の考え方につきまして、具体的な配置とか管理体制の問題は記

載されていますが、人手不足の中、どのように人材を確保するのか、その辺の

提案に具体性があまり見られなかった点を低く評価しました。危機管理体制、
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安全対策につきまして、非常に実績のある会社で、対策を十分とられていると

いうことが良くわかるような内容になっています。危機管理体制、個人情報の

取組なども非常に具体的な提案がされており、良かったと思います。ただ、災

害発生時の対応で障害者とか高齢者、災害弱者に対する支援体制の表現に具体

性がなかったので、評価を下げています。再委託について、選定理由が明確で

ないため、評価を下げています。効果的で質の高いサービスについて、非常に

たくさんの事例をもったサービスを提供しており、高い評価をしました。温室

効果ガスの対策、デジタル化への対応も具体性があり、非常に評価できると考

えております。 

まず評価の観点ですが、優れた提案は４、提案がよくても具体性に欠けるよ

うな提案は３という評価をしています。極めて優れた提案の５、劣っている提

案の２、１というものは、今回はありません。全体を通じて、各項目概ね４と

評価していますので、評価３としたものについて触れさせていただきます。ま

ず、危機管理安全対策の入居者の安全対策等について、シティハイツ港南に高

齢型住戸があったり、竹芝に障害者住宅があったりするにもかかわらず、高齢

者、障害者に配慮した安全対策や取組が具体的に示されていないということ

で、評価を３としました。次に施設の管理運営の再委託について、再委託を行

う理由が具体的に示されていません。シルバー人材センターは、記載はあるも

のの、さらに活用してほしいという思いから３と評価しました。最後に、自治

会との協働、地域との連携について、今後さらに力を入れていく分野であるも

のの、提案についてはさらなる工夫が必要と考え３と評価しました。 

指定管理者の経験が豊富にあり、施設運営に関する基本的な考え方を理解し

ています。苦情解決のための取組は、迅速な対応体制と苦情事例の共有による

未然・再発防止が評価できます。代表企業の設備緊急センターにおける２４時

間 365 日受付対応が評価できます。複合施設の管理についての経験・実績が評

価できます。 

評価点数が、３段階以上差がある審査項目について、評価ポイントをお聞き

します。まずは、災害発生時の対応と体制についてお伺いします。 

計画書には様々な提案がされていますが、特に障害のある方たちは現場でど

れだけのものを実践して訓練することが正に生きてくると思います。計画でど

れだけのことをやると言葉で丁寧なことを書くよりも、防災訓練を実践するこ

とで充実した防災対策が実行できると思います。提案内容を実行して欲しいと

期待も込めて高い評価としました。 

他の提案に比べてボリュームのある内容で様々なプランが提案されていま

すが、災害弱者のキーワードが見当たりませんでした。他の提案では、障害者、

高齢者への配慮について丁寧に書いている部分も見受けられましたが、慎重な

配慮を必要とする災害発生時に、災害弱者への取組がなかった点は残念に思い

ました。 

リスクの事前把握、災害情報をリアルタイムで取得出来るシステムの活用、

住民の防災訓練参加向上の取組、自助共助の意識付けとしての避難地図の作成

など、具体的な取組が示されていた部分を評価しました。弱者に対する災害時

の対応という点については、防災パンフレットの配布や、ワークショップで自

分たちはどのように行動したらよいかという取組の中で、居住者達の意識を高
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めながら、助け合い、自助共助が醸成されていけばケアが出来るという思いも

あります。そういった意味も含めて、少し高めの評価としました。 

防災備品の整備、防災訓練の参加を促す取組、パンフレットには防災意識の

啓蒙が示されており、一般的な対応は示されています。災害リスクの対応シス

テムの導入、避難地図というワークショップの記載は、すでに区のハザードマ

ップがあることから、具体的な運用一般的な位置づけと判断しました。 

防災訓練、防災意識を高める活動等、具体的で非常に良い取組をされていま

す。災害弱者への対応は、防災訓練の中でも必ず出てくる内容です。それが欠

けているのは、意識が向いていないという意味で、少し評価を下げました。 

この事業者は全国展開しており、他地区から応援支援ができる点を高く評価

しました。災害発生時の障害者支援については、きめ細やかな検討が必要だと

思います。 

再委託について、点数にばらつきがありますので、評価理由をお願いします。 

資料はきめ細かいですが、委託先選定理由に具体性がありませんでした。区

内事業者の活用についても具体性がない考え方に留まっていたため評価を低

くしています。 

シルバー人材センター、区内事業者の活用割合が少ないので、さらに活用し

てほしい気持ちがあります。具体的な選定理由が記載されていませんでした

が、これだけ大きな会社ですので、他の業者さんを入れていくのはなかなか大

変な中、こういった活用に言及されていることを評価しました。 

業者の選定理由が不明確でしたので、もう少し明確にしてほしいと感じまし

た。シルバー人材センターの活用は、委託している業務が非常に少なく、区内

業者の活用も少ないと感じました。このあたりの物足りなさもありまして、評

価を低くしています。 

シルバー人材センターをもう少し活用してほしいと思います。障害者授産施

設の活用についても、点字名刺以外の視点を今後期待したいと思います。 

再委託業務の詳細を把握しているわけではありませんが、これまでの実績と

事業規模等の点で判断しました。 

シルバー人材センターや区内業者の活用について、いろいろな制約があると

思いますが、工夫が足りないと思いました。 

それでは、今までの意見交換を踏まえて、ご自身の採点について振り返る時

間を設けたいと思います。採点を変更される場合には、お手元の採点表を朱書

きで修正してください。 

（Ａ委員、Ｄ委員、Ｅ委員、Ｆ委員が採点変更） 

 

（３）第１次審査通過者の決定について 

 第１次審査集計結果について事務局から説明してください。 

 Ａ事業者の得点の集計結果は、合計 1,109 点です。配点 1,400 点の 79.2%と

なっており、選考の目安とする６０％に達しています。 

Ａ事業者を第１次審査通過者として決定して良いですか。 

（委員一同、異議なし） 
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事務局 

Ｆ委員 

４ 第２次審査の選考方法について 

（事務局から資料４及び資料５について説明） 

ヒアリングは、質問する順番を事前に決めておくのはどうでしょうか。 

（委員一同、異議なし） 

 

５ 今後のスケジュールについて 

（事務局から今後のスケジュールについて説明） 

 

６ 閉会 
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会  議  名 第３回港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会 

開 催 日 時      令和５年３月１７日（金） １４時から１５時２５分まで 

開 催 場 所      区役所９階 ９１２、９１３会議室 

委   員      

（出席者）７名 

今村委員、平田委員、野崎委員、杉浦委員 

冨田委員、冨永委員、奥村委員 

（欠席者）なし 

事 務 局      

街づくり支援部住宅課長 富沢 

街づくり支援部住宅課住宅政策担当係長 河野 

街づくり支援部住宅課住宅管理係長 東條 

保健福祉支援部障害者福祉課長 小笹 

保健福祉支援部障害者福祉課障害者施設係長 高尾 

傍 聴 者 なし 

会 議 次 第      

１ 開会 

２ 第２次審査：応募事業者プレゼンテーション及び質疑応答 

  （１）プレゼンテーション 

  （２）質疑応答 

３ 議題 

（１）第２次審査について 

（２）指定管理者候補者の決定について 

４ 閉会 

配 付 資 料      

資料１ 第３回港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会次第 

資料２ 港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者第１次審査採点集計表 

資料３ 港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者第２次審査選考基準・

採点表 

資料４ 第２回港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会議事録 

資料５ プレゼンテーション資料 

会議の結果及び主要な発言 

（発言者） 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

Ｃ委員 

１ 開会 

２ 第２次審査：応募事業者プレゼンテーション及び質疑応答 

はじめに、プレゼンテーションを１５分間行っていただきます。それでは、プレ

ゼンテーションをお願いします。 

（Ａ事業者がプレゼンテーションを実施） 

 プレゼンテーションを終了します。ありがとうございました。これより、各委員

からの質疑を行います。 

２点質問します。１点目は、現在、人材の採用が難しい情勢の中、全然困らない
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Ａ事業者 

 

 

 

Ｆ委員 

 

 

 

 

Ａ事業者 

 

 

状況なのか、それとも何か採用について努力されていることがあるのか、お伺いし

ます。２点目は、災害時の弱者対応について、計画書にあまり記載がなく、今回の

プレゼンテーションでも特に説明がありませんでした。災害時の弱者対応につい

て、どうお考えなのかお伺いします。 

１点目について、人材はある程度確保していますが、欠員等が生じた場合は防災

センター間でフォローし合い、採用が決まり次第、研修を行った後、人材を配置し

ています。今回、共同事業体を組んだ目的の一つは、人材の確保にあります。共同

事業体を組むことで、一定数の人材を事業体として確保でき、バックアップ体制が

構築されるので、欠員のリスクはかなり低いと考えています。 

 ２点目について、他の自治体の事例では、災害時の要救助者の名簿等をいただい

て対応しているケースがあります。そのような名簿等をいただけるようでしたら、

予め情報を共有し対応します。また、通常の業務の中で、入居者の中に要介護者の

方がいらっしゃることを確認できる部分もあり、何かあった際は対応するような

形を考えています。 

 高齢者への対応に関する研修は行っていますか。行っていない場合、要望があれ

ば実施を検討できますか。  

高齢者をサポートする民間の研修機関を利用して研修を行います。高齢者への

接し方については、急かさないとか、後ろから急に話しかけないとか、細かい配慮

をしっかり行うという点を重視しています。 

マルシェ・キッチンカーの誘致について伺います。高齢者の出歩きが難しい今、

マルシェは出歩く機会の創出になると思います。開催頻度は指定管理期間内１回

以上と書かれていますが、費用がそれほどかからず好評であれば、回数を増やすこ

とはできますか。  

マルシェは、２３区内の他の公営住宅で実施経験があり、大変好評をいただいて

います。２３区内で行った事例では、１日に３０組以上の来場がありました。終日

開催する予定が午前中で全部売り切れてしまったこともありました。このような

実績を踏まえ、港区でも好評であれば、開催を増やしていけると考えています。 

再委託先の選定について、区内経済活性化、シルバー人材センターの積極的活用

ということを挙げていますが、再委託先を予定している業務一覧のところでは、区

内業者の割合やシルバー人材センターへの委託業務が、それほど多くない印象を

受けております。このあたりについて、どうお考えなのかお聞かせください。 

再委託先の選定は、メーカー保守が指定されている設備が非常に多いため、一覧

には指定メーカーが多くなっています。メーカー保守を指定されていない業務は、

港区内の事業者から選定するようにしています。委託業務の中には、シルバー人材

センターで実施できる業務があるので、うまく活用していきたいと考えています。 

次に、危機管理安全対策の部分でお伺いします。大規模災害時の対応体制につい

て、初動対応を迅速に行う為に、事務所等への参集、建物巡回点検を行うと示され

ているのですが、御社としてどれくらいの災害を大規模災害と位置付けているの

か、基準のようなものはありますか。また、災害が発生してからどれくらいの時間

で参集、建物巡回点検できるのかについて、想定があれば教えてください。 

明確な基準はないのですが、震度６以上を想定しています。参集は、安否が確認

でき次第出社としています。何時間以内というのは難しいので、明確な規定はあり

ません。３月１１日の地震の時は、３月１３日には東北地方の物件９６％の現地確
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認が済んでいました。当社には多数の社員がおりますので、マンパワーを使った実

施が可能だと考えています。 

高齢者、障害者、災害弱者の方達と様々な場面で関わることがあったと思いま

す。その中で上手くいかなかったケース、逆に上手くいったケースがありました

ら、そういった事例やエピソードを教えてください。 

まず、上手くいったケースです。他の自治体の事例で、ふれあいサポートで訪問

した際に、部屋の中で倒れていたという事例がありました。この方は一命をとりと

めたということがありました。上手くいかなかったケースは、ふれあいサポートを

提案させていただくと、『要らないよ。』ということを言われたりすることがありま

す。コミュニケーションを取れない方も実際にいるところが上手くいかないケー

スなのかなというところです。今回ご提案させていただいているのは６５歳以上

ですが、最近は６５歳を超えても元気な方が多数いらっしゃるので、そういう方に

対しては、無理に訪問するというよりも、例えばメーターボックスで、ちゃんと電

気が回っているか確認したりとか、郵便ポストを確認したりという形の安否確認

を行うようにしています。 

港区の特徴とその特徴に対して御社が特別に意識し、工夫しているところがあ

りましたら教えてください。 

港区の特徴は、複合施設が多いということです。他の自治体は住宅単体が多いで

すが、港区は複合施設が多く、他の施設管理者がいる場合もあると認識していま

す。複合施設には特殊な設備もあり、設備点検を実施するための資格者を適正に配

置することが大事だと考えています。 

オンラインや緊急連絡通報などのシステム等が使いこなせない人に対する配慮

について教えてください。 

今回提案したオンライン申請は、サービスの選択肢を広げるものです。オンライ

ン申請に馴染みがない方には、窓口で丁寧に説明することを前提に考えています。

すべてをオンライン申請に切り替えるつもりはありません。より使いやすい方法

を使っていただければと考えております。 

訪問や電話による声掛けの実施について、不安や不審感を持たれないようにす

るためにどのような配慮をされていますか。 

ふれあいサポートを行う人間は、同じ者が毎回行くようにし、面識ができること

で対応することができると考えています。ふれあいサポートを行うに当たり、アン

ケートを実施し、要望を確認することで、うまい具合にマッチできると考えており

ます。 

業務の効率性ということで、５９名による効率的な体制を提案されています。指

定管理者事務所と各防災センターがあると思いますが、それぞれの役割をお伺い

します。また、そこで工夫されている点を教えてください。 

指定管理者事務所の主な役割は、全体の統括です。各防災センターに対し、技術

的な支援、事務的な支援を行います。その他、入居者の募集、入居者管理、訪問督

促等の業務を担っています。各防災センターは、各チーフがリーダーになり管轄し

ています。 

複合施設であり、夜間対応が求められることから、防災センターは非常に重要で

あると考えています。今回、大手の専門業者とタッグを組み、防災センターに特化

した業務を行えるというところが今回一番工夫したところです。 
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Ｇ委員 

 

入居者対応のところで、区有施設とのコラボイベントの開催というのがありま

すが、具体的にどのような区有施設とのコラボレーションを考えているのか教え

てください。 

いきいきプラザとスポーツセンターです。いきいきプラザでは高齢者向けのイ

ベントを考えています。折り紙教室や羊毛フェルト教室、そういった類のイベント

の開催を考えています。スポーツセンターでは、インボディ測定という、筋肉やた

んぱく質とかの体組成の測定を行うイベントを考えています。 

各住宅の入居者は、団体というか自治会的なものがあるのかどうか、あるいは近

隣の町会との連携等をこれからどのように考えているのかお伺いします。 

今回いろいろご提案させていただいています。例えばコミュニティ醸成等の提

案ですが、こちらを実施するには、自治会にまずご了解をいただく必要があり、連

携していく必要があると考えています。近隣の町内会についてもマルシェとかの

イベントであれば、是非ミクストコミュニティという意味で繋がりたいと考えて

います。もし可能であればそういった所にもマルシェやキッチンカーの周知を行

いたいと考えています。 

防犯カメラ等は、港区の各住宅にどのような設置状況かわかりませんけれども、

設置方針とプライバシーの保護についてどのようにお考えか教えてください。 

防犯カメラの設置方針につきましては、人の目が通りづらいところを中心に設

置することが一つ抑止力になると考えております。また、プライバシーに関する問

題については、港区独自の指針がありますので、そちらに則り対応します。 

それでは、Ａ事業者のプレゼンテーション及び質疑を終了いたします。選考結果

については、後日通知いたします。本日はありがとうございました。 

 

３ 議題 

（１）第２次審査について 

それでは第２次審査について審議を行います。各委員から講評をお願いします。 

事業計画の実現性については、実績や欠員の発生時のサポート体制のみであっ

たこと、入居者対応については、高齢者や障害者の見守りふれあいサポートや区有

施設とのコラボイベントの提案の実施に際して、より具体的な検討が必要である

と感じました。施設運営への考え方については、区民向け住宅は複合施設であるこ

とを認識し、運営を考えている点が良かったと思います。業務の効率性について

は、指定管理者事務所と防災センターとの役割分担や指定管理者事務所のサポー

ト体制が構築されているところを評価しました。施設の安全管理については、構成

企業が警備業専門業務の実績が多くあり、２４時間 365 日対応の体制ができてい

たと思います。 

施設運営の考え方について、各項目について全体的に目配りができ、体制がとれ

ています。実績とあわせて、比較的良いと思いました。記載されていることは目配

りされていると思いますが、それをどのように実現していくかというのはこれか

らの話であり、例えば、施設の安全管理の面についても実施と検証が行われること

が前提となって効果を生み出すものだと思います。また、入居者対応についても、

訪問や電話などのコンタクトの仕方が、どう図られるかが重要です。 

港区ならではという質問については、ハード面の回答のみだったので、何か新た

な工夫、港区でこんな事をやっていきたいということが感じ取れなかったのが残
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委員長 

事務局 

 

委員長 

念でした。災害弱者について、高齢、障害、万遍なく回答が欲しかったのですが、

高齢者の方に内容が偏っていたように感じます。障害者の視点は非常に大事だと

思うので、障害者対応について、運営を通して確認してほしいと思います。各委員

の質問に対し迅速に答えていたので、各職員が業務を把握している証拠と安心感

を持ちました。 

区内業者やシルバー人材センターの活用、大規模災害時の対応については、より

明確な回答がいただきたかったです。しかし、プレゼンテーションや質疑に対する

受け答えをみても、今日の第２次審査のためにしっかり準備をしてきたところは

見られましたし、誠意のある受け答えができていたと感じています。そうした意味

では意欲はしっかり確認できたと思います。事業計画の実現性については、企業規

模の大きさを生かした体制であるとか欠員リスクに対するバックアップも確認で

きたというところで、評価を高くしています。 

施設運営の考え方については実績もあり、港区の特性も把握できており、設置目

的も十分理解していると思いましたので、高い評価としました。企業計画の実現性

は、組織体制が構築できており、指揮命令系統も明確で、適正な体制が整えられて

いました。施設の安全管理は、防災センターの対応やマニュアルの整備はされてお

り、一般的な対応はできています。入居者対応について、ふれあいサポートは年６

回で、訪問が年６回は多いと思いますが、電話の声掛けはもう少し頻度を上げられ

ると思います。マルシェやキッチンカーは、区有施設とのコラボイベントと絡め

て、もう少し工夫できるのではないかと思いますが、今求められているものは提案

されていました。 

実績が非常にあり、企業規模も大きく、安心感があります。施設運営の考え方は

一般的な内容だったこと、事業の実現性は、実績を基にした説明があり可能性が感

じられましたが、人材確保の対策やその他具体的な内容が不足していると感じら

れたこと、入居者対応は、災害弱者への対応について、もう少し積極的な提案が欲

しかったということから標準的な評価としました。業務の効率性、施設の安全管理

は、システム、体制、整備について、実績に基づく説明があったので、高く評価し

ました。 

企業規模もあり、経験も豊富ということで、問題なく管理ができると思います。

新たな取組を提案されていますが、もう少し具体性が欲しかったと思います。特

に、費用の逓減や効率的な維持管理については、もう少し具体的であればより良か

ったと思いました。今までの経験があるということで、今後も常に向上を図るよう

な方策を次期指定期間の中でも取り組んでほしいと感じました。プレゼンはよく

できていたと思います。 

それでは各委員皆様の評価理由の説明を踏まえ、ご自身の採点について修正は

ありますか。 

（委員一同、修正等なし） 

 

（２）指定管理者候補者の決定について 

それでは、第２次審査集計結果について事務局から説明してください。 

Ａ事業者の第２次審査の集計結果は、合計 500 点となります。総計 700 点の

71.4％を上回る得点となっており、選考の目安とする６０％に達しています。 

続いて、第１次審査と第２次審査の合計点数について説明してください。 
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第１次審査の得点 1,109 点、第２次審査の得点 500 点の合計は 1,609 点です。 

配点合計 2,100 点の 76.6％を上回る得点となっています。 

集計結果について各委員から何かご意見がありましたら発言をお願いします。 

（委員一同、異議なし） 

それでは、指定管理者候補者の決定について審議します。応募事業者はＡ事業者

のみではありますが、ただいまの事務局からの報告のとおり、得点率が選考の目安

とする６０％を超えており、本委員会として、管理運営体制の構築、危機管理・安

全対策の取組等についても高く評価できることから、令和６年度からの指定管理

者として十分に適性があると判断し、本委員会ではＡ事業者を指定管理者候補者

として決定するということでよろしいでしょうか。 

（委員一同、異議なし） 

皆さんご異議ないようですので、指定管理者候補者はＡ事業者に決定いたしま

す。 

 

４ 閉会 

 



 

 

 

 

 

港区特定公共賃貸住宅等指定管理者

公募要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４ 年１ ０ 月 

港  区 
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Ⅰ 施設の概要 

１  指定管理者制度導入の趣旨 

港区では、 多様化する 区民ニーズへの柔軟かつ迅速な対応や効率的で効果的な区民

サービス を 提供する ため、 公の施設の管理・ 運営を 包括的に代行さ せる 指定管理者制

度を 積極的に導入し ていま す。  

今回、「 港区特定公共賃貸住宅等」 の管理運営について、 民間事業者等が持つノ ウ ハ

ウ やアイ デア、 専門性など を 活用する ため、 指定管理者を広く 募集し ま す。 応募にあ

たっ ては、「 港区指定管理者制度運用指針」（ 別紙１ ） に基づく 区の方針を 十分に認識

し 、 ま た、 施設の設置目的等を 理解の上、 本要項に基づく 創意工夫のある 提案を 期待

し ていま す。  

２  港区特定公共賃貸住宅等の設置目的 

住宅等の種類 住宅の数及び戸数 施設の設置目的 

特定公共賃貸住宅

５ 団地 ４ ４ ０ 戸 

（ ４ 団地 ４ ２ ０ 戸）

※１  

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関す

る 法律( 平成５ 年法律第５ ２ 号) に基づき 、

区が中堅所得者等の居住の用に供する 居

住環境が良好な賃貸住宅を 提供する こ と

によ り 、区民の生活の安定と 福祉の増進に

寄与する こ と を 目的に設置する 住宅 

区営住宅 

８ 団地 ３ ４ ０ 戸 

（ ７ 団地 ２ ６ ４ 戸）

※２  

公営住宅法（ 昭和２ ６ 年法律第１ ９ ３

号） に基づき 、 区が住宅に困窮する 低所得

者に対し て低廉な使用料で住宅を 使用さ

せる こ と によ り 、その生活の安定と 福祉の

増進を 図る こ と を目的に設置する 住宅 

区立住宅 ３ 団地 １ ４ ７ 戸 

良質な賃貸住宅を 建設し 、中堅所得者等

の居住の用に供する こ と によ り 、区民の定

住を図り 、区民の生活の安定と 福祉の増進

に寄与する こ と を目的に設置する 住宅（ 港

区独自事業）  

区立障害者住宅 １ 団地  １ ８ 戸 

障害者に対し て、設備等に配慮し た住宅

を 提供する こ と によ り 、障害者の生活の安

定と 福祉の増進を 図る こ と を 目的に設置

する 住宅（ 港区独自事業）  

※１  特定公共賃貸住宅シティ ハイ ツ 高浜（ ２ ０ 戸） は、 現在建替え中です。 竣工は、 令

和７ 年１ ０ 月を 予定し ていま す。 指定期間開始時の建物維持管理戸数は４ 団地４ ２ ０

戸、 竣工後は５ 団地４ ４ ０ 戸です。  

※２  区営住宅シティ ハイ ツ 車町（ ７ ６ 戸） は、 現在建替え中です。 竣工予定は現時点に

おいて未定です。 指定期間開始時の建物維持管理戸数は７ 団地２ ６ ４ 戸、 竣工後は８

団地３ ４ ０ 戸です。  
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３  港区特定公共賃貸住宅等の概要 

（ １ ） 住宅名等 

指定管理者に管理を 委ねる 施設は、 以下の特定公共賃貸住宅等です。 指定期間内に特定公共賃貸住宅等の新設、 廃止、 建替等によ

り 変動があった場合は、 区と 指定管理者の協議によ り 対応する も のと し ま す。  

住宅名 所在地 
建築 

年月 
棟数

構造 

階数 
住宅種別 戸数 

敷地面積 

（ ㎡）  

延床面積 

（ ㎡）  

住宅 

駐車場

（ 台）

防災 

センタ

ー 

併設施設等 

シティ ハイ ツ高浜 芝浦四丁目3番 

建替中 

令和7年10月竣

工予定 

１  
RC造 

地上19階 
特定公共賃貸住宅 20 1, 712. 01 9, 219. 49 - - 

小規模多機能型居宅介護施

設、認可保育園、障害者グル

ープホーム 

シティ ハイ ツ港南 港南三丁目3番17号 
平成8年 

3月 
１  

RC造 

地上25階地下1階

区営住宅 49 

5, 424. 96 20, 761. 13 94 ○ 
港南図書館、特別養護老人ホ

ーム港南の郷 
区立住宅 26 

特定公共賃貸住宅 

（ 内、 高齢型住戸）  

130 

（ 33）

シティ ハイ ツ竹芝 芝一丁目8番23号 
平成10年 

2月 
1 

SRC造 

地上23階地下2階

特定公共賃貸住宅 87 
4, 367. 96

   7, 228. 72

障 1, 267. 60
36 ○ 

障害保健福祉センタ ー、職員

住宅 区立障害者住宅 18 

シティ ハイ ツ桂坂 高輪二丁目13番8号 
平成13年 

5月 
１  

SRC造 

地上10階地下1階

区営住宅 20 
4, 221. 17 6, 557. 77 47 - 職員住宅、 都民住宅 

特定公共賃貸住宅 53 

シティ ハイ ツ神明 浜松町一丁目13番1号 
平成20年 

3月 
１  

RC造 

地上17階地下1階
特定公共賃貸住宅 150 2, 061. 72 11, 865. 65 40 - エコ プラ ザ 

シティ ハイ ツ白金 白金三丁目7番9号 
昭和50年 

1月 
１  

RC造 

地上3階 
区営住宅 18 1, 347. 91 997. 26 - -  

シティ ハイ ツ六本木 六本木六丁目5番25号 
平成29年 

6月 
１  

RC造 

地上7階地下2階
区営住宅 50 3, 484. 84 3, 968. 73 - - 

サービ ス 付き 高齢者住宅、障

害者グループホーム、自転車

等駐車場、 区民協働ス ペー

ス 、職員住宅、防災備蓄倉庫 

シティ ハイ ツ一ツ木 赤坂五丁目2番50号 
昭和55年 

3月 
１  

RC造 

地上4階 
区営住宅 24 1, 865. 41 1, 748. 61 - -  

シティ ハイ ツ芝浦 芝浦三丁目5番34号 
平成26年 

9月 
１  

RC造 

地上14階 
区営住宅 76 995. 96 4, 103. 80 - - 障害者グループホーム  

シティ ハイ ツ第２ 芝浦 芝浦三丁目5番35号 
平成6年 

9月 
１  

SRC造 

地上10階 
区営住宅 27 651. 25 3, 099. 93 - -  

シティ ハイ ツ車町 高輪二丁目19番 
建替中 

竣工予定未定 
1 

RC造 

地上13階 
区営住宅 76 738 5, 820 - - 国際・ 文化交流拠点（ 予定） 
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シティ ハイ ツ高輪 高輪一丁目16番25号 
平成7年 

2月 
１  

SRC造 

地上18階地下3階
区立住宅 65 3, 832. 83 5, 878. 23 - ○ 

高輪地区総合支所、高輪区民

センタ ー、 高輪図書館 

シティ ハイ ツ赤坂 赤坂四丁目18番13号 
平成7年 

12月 
１  

SRC造 

地上16階地下2階
区立住宅 56 2, 747. 00 4, 846. 45 25 ○ 

赤坂地区総合支所、赤坂区民

セン タ ー、 健康増進セン タ

ー、 職員住宅 



7 
 

（ ２ ） 指定管理料等 

本施設の過去の指定管理料は、 下表のと おり です。 なお、 記載額は過去の実績を 参

考と し て示し たも のであり 、 本提案における 指定管理料の上限額ではあり ま せん。  

①区営・ 区立・ 特定公共賃貸住宅 

 令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 

指定管理料実績 447, 597, 666 円 451, 947, 155 円 440, 149, 246 円

【
内
訳
】 

職員人件費 137, 762, 367 円 141, 393, 077 円 140, 860, 326 円

光熱水費 0 円 0 円 0 円

修繕費 122, 455, 318 円 125, 646, 312 円 113, 892, 069 円

事業運営費 0 円 0 円 0 円

施設管理経費 104, 326, 805 円 101, 023, 774 円 101, 100, 626 円

その他経費 83, 053, 176 円 83, 883, 992 円 84, 296, 225 円

 

②障害者住宅 

 令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 

指定管理料実績 13, 469, 062 円 14, 010, 177 円 13, 512, 533 円

【
内
訳
】 

職員人件費 4, 574, 858 円 4, 617, 937 円 4, 540, 415 円

光熱水費 0 円 0 円 0 円

修繕費 3, 183, 017 円 3, 577, 035 円 3, 085, 231 円

事業運営費 0 円 0 円 0 円

施設管理経費 3, 031, 980 円 3, 080, 905 円 3, 075, 065 円

その他経費 2, 679, 207 円 2, 734, 300 円 2, 811, 822 円

※指定管理料実績は、 項番Ⅱ４ （ １ ） における 予算額と 実績額の差額を清算し た後の

指定管理料の額です。  

 

４  指定期間 

令和６ 年４ 月１ 日から 令和１ １ 年３ 月３ １ 日ま で（ ５ 年）  

 

５  その他 

（ １ ） 併設施設等における 業務委託について 

   特定公共賃貸住宅等に併設する 施設（ 項番Ⅰ３ （ １ ） 参照） について、 特定公共賃

貸住宅等と 一体的な管理が必要な業務は、 別途、 指定管理者に業務を 委託し ま す。 併

設施設等の所管課又は施設の指定管理者と 業務委託契約を締結し てく ださ い。 なお、

項番Ⅱ４ （ １ ） ア～カの指定管理料には含みま せん。  

（ ２ ） 家賃債務保証に関する 基本約定書の承継について 

区、 一般財団法人高齢者財団及び指定管理者の三者で「 家賃債務保証に関する 基本

約定書」 を 締結し ていま す。 新たな指定管理者は本約定書を承継し てく ださ い。  

（ ３ ） シティ ハイ ツ 竹芝について 

ア 障害者住宅においては、 障害者の生活を 理解し 、 入居者が安全に安心し て暮ら せ

る よ う 管理業務に努めてく ださ い。  
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イ  複合施設である 障害者保健福祉センタ ーの施設管理・ 保全業務を 行う 際は、 障害

者が利用する 施設である こ と を踏ま え、 同施設の指定管理者と 密接に連携し 、 適切

な対応を 行っ てく ださ い。  

（ ４ ） 複合施設について 

区の特定公共賃貸住宅等は、 複合施設が多いと いう 特性があり ま す。 同一建物、 同

一敷地内のそれぞれの施設と 連携し 、 適切な管理を 行っ てく ださ い。  

（ ５ ） 修繕工事について 

   指定期間中に修繕工事（ 区実施） を 予定し ている 施設があり ま す。 指定管理者は、

入居者対応及び工事業者と の連絡調整等を 行ってく ださ い。  

  ア シティ ハイ ツ 赤坂 

（ ア） 工事期間 令和６ 年度～令和８ 年度 

（ イ ） 工事内容 大規模修繕工事 

（ ウ ） 工事区域 共用部 

  イ  シティ ハイ ツ 港南 

（ ア） 工事期間 令和７ 年度～令和９ 年度 

  （ イ ） 工事内容 大規模修繕工事（ 外壁修繕工事は平成３ ０ 年度～令和元年度に施工

済み）  

  （ ウ ） 工事区域 住宅占有部およ び共用部 

  ウ  シティ ハイ ツ 竹芝 

（ ア） 工事期間 令和６ 年度 

  （ イ ） 工事内容 中規模修繕工事（ 照明設備修繕工事）  

  （ ウ ） 工事区域 共用部 

  エ シティ ハイ ツ 桂坂 

（ ア） 工事期間 令和６ 年度（ 令和５ 年度着工）  

  （ イ ） 工事内容 中規模修繕工事（ 外壁等修繕工事）  

  （ ウ ） 工事区域 共用部 

（ ６ ） 特定公共賃貸住宅シティ ハイ ツ 高浜及び区営住宅シティ ハイ ツ 車町について 

ア 現在建替え中のため、 当面の間、 建物維持管理業務はあり ま せんが、 他施設（ シ

ティ ハイ ツ 港南、 シティ ハイ ツ 高輪、 シティ ハイ ツ 赤坂及び都営高輪一丁目アパー

ト ） に仮移転し ている 入居者管理に関する 業務は建替え期間中も 行っ てく ださ い。  

イ  当該施設については、 竣工時期が未定である こ と や、 建物維持管理業務内容につ

いては入居する 他施設と 今後協議し 定めていく こ と から 、 提案する 指定期間中の事

業計画及び資金計画書（ 受託経費見積書） は、 建物維持管理業務を 除いて作成し て

く ださ い。  

  ウ  竣工後、 仮移転し ている 入居者の戻り 入居を 支援し てく ださ い。  
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Ⅱ 指定管理者が行う 業務 

１  基本事業 

（ １ ） 基本業務の範囲 

港区特定公共賃貸住宅条例第３ ０ 条各号、 港区営住宅条例第３ ８ 条各号、 港区立住

宅条例第３ ０ 条各号、港区立障害者住宅条例第２ ５ 条各号に掲げる 以下のと おり です。 

ア 特定公共賃貸住宅等の設備の保守点検に関する 業務 

イ  特定公共賃貸住宅等の適正な使用の確保に関する 業務 

ウ  その他、 区長が特に必要と 認める 業務 

（ ２ ） 提案事業 

特定公共賃貸住宅シティ ハイ ツ 港南には、 高齢者向けにバリ アフ リ ー改修工事を 行

い、 高齢型住戸に転用し ている 住戸が３ ３ 戸あり ま す。 シティ ハイ ツ 港南の地域開放

型集会室を 利用し 、 多世代間交流等、 入居者間のコ ミ ュ ニティ 醸成に向けた事業を提

案し てく ださ い。 事業を 計画する 場合は、 本施設が区民向け住宅である こ と を十分に

認識の上、 地域の特性を 踏ま えた効果的な事業を 提案し てく ださ い。  

なお、提案事業は、事前に区と 協議の上決定し 、指定管理料の範囲内で実施し ま す。  

（ ３ ） 自主事業 

上記（ １ ）（ ２ ） のほか、 本施設の設置目的に合致し 、 かつ、 本業務の実施を妨げな

い範囲で、 施設の利用率向上等を図る ための事業を 自主的に行う こ と ができ ま す。  

なお、 自主事業は、 事前に区と 協議の上決定し 、 事業に係る 経費は事業者の負担と

し ま す。  

（ ４ ） 職員体制 

  ア 業務を 安全に遂行する ために十分な 人員体制を整える と と も に、 業務全体を 総合

的に把握し 、 調整する 施設等管理責任者を 選任し 、 区に報告し てく ださ い。  

  イ  業務を 実施する ために必要な知識及び経験を 有する 職員を 配置し 、 施設の管理運

営に支障がない体制を 整えてく ださ い。  

  ウ  公の施設と し ての心構えを 認識し 、 従事職員教育、 接遇教育等を 徹底し 、 入居者

及び区民への待遇等が常に良好と なる よ う 努めてく ださ い。  

 

２  施設の運営及び維持管理 

指定管理者が行う 施設の運営及び維持管理に関する 業務は、 以下のと おり です。 詳細

については、 業務基準書及び業務仕様書を参照し てく ださ い。  

（ １ ） 施設の維持管理業務 

   各施設の設備概要は、 別紙２ －１ ～１ ２ を 参照し てく ださ い。 なお、 製造元の記載

のある 設備については、 製造元又は系列会社に保守点検を 依頼し てく ださ い。  

  ア 設備の保守及び検査業務 

  イ  清掃業務（ 日常清掃・ 定期清掃）  

  ウ  定期巡回等によ る 維持管理 
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  エ 管理人等業務 

  オ 環境整備に関する 業務 

（ ２ ） 施設の修繕に関する 業務 

ア 計画修繕業務 

（ ア） 公共施設マネジメ ント 計画、 港区公営住宅等長寿命化計画、 保守点検及び日常

点検結果を 踏ま え、 修繕計画案を 作成する こ と 。  

（ イ ） 指定管理者が作成し た修繕計画案に基づき 、 区が 次年度の修繕の範囲を決定し

ま す。 １ 件につき １ ３ ０ 万円（ 消費税含む。） 以下の計画修繕は、 指定管理者が実

施する も のと し 、 別途、 年度協定書で定めま す。  

イ  原状回復修繕業務 

    空室が発生し た場合は、 退去者立会いのも と で住宅の現況確認を 行い、 原状回復

修繕を 実施する こ と 。  

ウ  一般修繕業務 

  （ ア） 入居者から の修繕依頼を受け付け、調査し 、必要がある 場合は修繕を 行う こ と 。

費用については負担区分を 確認し た上で適正に判断する こ と 。  

  （ イ ） 安全確保等緊急を 要する 修繕に備え、 ２ ４ 時間対応でき る 体制を 整える こ と 。  

（ ３ ） 入居者等に関する 業務 

  ア 入居者募集に関する 業務（ オンラ イ ン申請を 含む。）  

  （ ア） 募集回数・ 時期 

     参考： 令和３ 年度特定公共賃貸住宅等年間募集一覧 

募集時期 住宅種別 対象世帯 
募集パンフ レ ッ ト

発行部数 

６ 月上旬 

区営住宅 家族 2, 500 部 

特定公共賃貸住宅 

区立住宅 
家族・ 単身者 2, 500 部 

１ ２ 月上旬 

区営住宅 家族・ 単身者 2, 500 部 

特定公共賃貸住宅 

区立住宅 
家族 2, 500 部 

３ 月上旬 
特定公共賃貸住宅 

区立住宅 
家族 2, 500 部 

  （ イ ） 募集パンフ レ ッ ト 等の作成、 配布 

  （ ウ ） 抽選会の実施 

  （ エ） 専用ホームページの開設 

入居者募集に関する 情報提供のため、 専用ホームページを 開設する こ と 。 ホー

ムページは、 原則と し て広告物の掲示や外部リ ンク を 掲載する こ と を 禁止と し ま

す。  

イ  入退去に係る 業務 

ウ  使用料等に関する 業務 

エ 滞納使用料等納付支援業務 

オ 各種届出審査 

カ 居住指導 
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（ ４ ） 特定公共賃貸住宅等に関する 相談業務 

  ア 各種問合せに対する 案内 

    都営住宅等を 含め、 幅広い公的住宅に関する 問合せに対応する こ と 。  

  イ  各種届出に関する 相談 

  ウ  使用料の納付相談 

  エ 居住に関する 相談 

    自治会の運営等を はじ め、 入居者同士のト ラ ブルや近隣と のト ラ ブル等、 様々な

相談に応じ る こ と 。  

  オ 入居者等対応窓口の設置 

    区内の事務所又は区内の交通利便な場所に相談窓口を 設置する こ と 。  

（ ５ ） 特定公共賃貸住宅等の管理上必要と なる 業務 

ア 防火管理業務 

（ ア） 防火管理者の資格を有する 者の選任及び管轄の消防署への届出 

（ イ ） 指定管理対象外の施設と 併設し ている 施設で、 住宅以外の施設から 就任者がい

ない場合の統括防火管理者の選任及び管轄消防署への届出 

（ ウ ） 消防等に定めら れた防火管理者及び統括防火管理者の業務 

イ  自治会の結成支援等 

    団地自治会の結成支援や運営支援を行う こ と 。  

ウ  入居者へのお知ら せ 

  （ ア） 住宅掲示板への各種掲示物の掲示、 各戸へのチラ シの配付を行う こ と 。  

（ イ ） 住宅の修繕実施に当たっ ての入居者への周知、 施工業者と 入居者と の連絡調整

を行う こ と 。  

エ 近隣・ 関係業者等と の連絡調整 

    近隣から の苦情、要望等に対応する と と も に、関係業者と の連絡調整を 行う こ と 。  

オ 区と の連絡調整 

    処理困難な問題については、 意見を付し た上で区に報告、 協議を 行い、 区の処理

方針に従って速やかに対応する こ と 。  

（ ６ ） 管理運営において留意すべき 基本的事項 

ア 安全・ 安心の確保 

建物や設備の日常点検、 設備の保守点検、 日常点検や事業運営における 安全確保

など 、管理運営に携わる 全ての者があら ゆる 視点から 事故・ 危険防止に努める こ と 。  

イ  満足度の高いサービ ス の提供 

  （ ア） 公開抽選によ り 入居希望者の平等な利用を 確保する こ と 。  

  （ イ ） 入居者アンケート を年１ 回以上実施する 等によ り 、 入居者の意見・ 苦情等を 聴

取し 、 業務改善及びサービ ス 向上に努める こ と 。  

（ ウ ） 入居者の意見を 管理運営に反映さ せる と と も に、 適切な人員配置を 行う こ と に

よ り 、 満足度の高いサービ ス を 提供する こ と 。  

ウ  区と の連携 

本業務の実施に当たって求めら れる 公共性や管理住宅の 関係法令、 条例等を 十分

に理解し 、区の基本方針や計画に沿っ て、区と 密接に連携し て管理運営を 行う こ と 。  
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  エ 周辺環境と の調和 

複合施設における 併設施設管理者及び周辺住民等と の良好な近隣関係を 築き 、 周

辺環境と の調和を図る こ と 。  

  オ 障害者への配慮 

    「 港区職員の障害を 理由と する 差別の解消の推進に関する 要綱」の趣旨を踏ま え、

適切な対応を 図る こ と 。  

  カ 高齢者、 高齢型住戸の入居者等への支援 

  （ ア） 高齢の入居者が安心し て生活でき る よ う 必要な支援を行う こ と 。  

（ イ ） 特定公共賃貸住宅シティ ハイ ツ 港南における 高齢型住戸の入居者に対し ては、

管理人が入居者の日常変化・ 異変の把握に努める こ と 。  

（ ７ ） 安全・ 安心に関する 業務 

ア 災害や事故の発生など の緊急時において、「 港区危機管理基本マニュ アル（ 改訂版）」

（ 別紙３ ） に基づき 、「 緊急対応マニュ アル」 を 作成し 、 入居者等の避難誘導、 関係

機関への通報、 傷病者の医療機関への搬送の付き 添い、 安全確保、 通報・ 連絡等の

迅速かつ的確な対応を 行う こ と 。  

イ  休日・ 夜間の連絡体制を 確立する こ と 。  

ウ  区有施設等安全点検及び点検報告( 日常点検・ 総点検・ エレ ベータ ー点検確認)  

「 港区有施設の安全管理に関する 要綱」（ 別紙４ ）、「 港区有施設安全管理業務実施要

領」（ 別紙５ ） に基づく 安全管理体制の整備、 日常安全点検等を実施する こ と 。  

エ 震災及び新型イ ンフ ルエンザが発生し た場合を 想定し 、「 港区業務継続計画」 に基

づき 、 災害その他あら ゆる 緊急事態、 非常事態に際し て、 従事職員用の食料等の確

保や業務体制の整備など 速やかに対応でき る 体制を 整える こ と 。 なお、 港区防災対

策基本条例の規定に基づく 、 事業者の責務を負う も のと する 。  

オ Ａ Ｅ Ｄ 日常作動点検を行い、 保守管理を 行う こ と 。  

カ 上記アから オま でを 適切に遂行する ために、 事件・ 事故の際の対応を 定め、 職員

研修の実施等を 行う こ と 。  

キ 入居者に対する 見守り 、 声掛け、 相談、 関係する 管理者への引継ぎなど 様々な支

援を行う こ と 。  

ク  各総合支所等と の防災無線や避難所運営等の訓練に参加又は協力する こ と 。  

ケ 区が住宅等施設を 避難所に指定し た場合、 区が避難所を 開設し た際には、 別途締

結する 災害時協定に基づき 対応する こ と 。  

コ  区が住宅等施設を 津波避難ビルに指定し た際には、 別途締結する 津波避難ビ ルに

関する 協定に基づき 対応する こ と 。  

サ 災害時は区の指示に基づき 区民の安全確保のため協力する こ と 。  

シ 管理する 個人情報の保護を はじ め情報セキュ リ ティ については、 本業務に従事す

る 全ての者が「 港区情報安全対策指針」（ 別紙６ ） を 遵守し 、 漏えいの防止等の適正

な管理に努める こ と 。  
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３  管理運営の基準 

（ １ ） 関係法令等の遵守 

指定管理者は、 以下に掲げる も のを はじ めと し た関係法令等を遵守し 、 施設の管理

運営を行っ てく ださ い。  

ア 公営住宅法 

イ  特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する 法律 

ウ  港区特定公共賃貸住宅条例及び施行規則 

エ 港区営住宅条例及び施行規則 

オ 港区立住宅条例及び施行規則 

カ 港区立障害者住宅条例及び施行規則  

キ その他住宅等に係る 要綱・ 要領 

ク  港区債権管理条例及び施行規則 

ケ 個人情報の保護に関する 法律  

コ  港区個人情報保護条例及び施行規則 

サ 港区情報公開条例及び施行規則 

シ 行政手続における 特定の個人を 識別する ための番号の利用等に関する 法律、 施行

令及び施行規則 

ス  港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する 条例及び施行規

則 

セ 地方自治法 

ソ  労働関係法（ 労働基準法、 最低賃金法、 労働安全衛生法等）  

タ  港区環境基本条例 

チ 港区廃棄物の処理及び再利用に関する 条例及び施行規則 

ツ  港区有施設の安全管理に関する 要綱 

  テ 港区防災対策基本条例 

ト  港区暴力団排除条例 

ナ 障害者の雇用の促進等に関する 法律 

ニ 障害を 理由と する 差別の解消の推進に関する 法律 

ヌ  その他施設の管理運営業務及び各種事業実施に関わる 各種法令・ 条例等 

（ ２ ） 区が定める 指針等の遵守 

   以下の主な指針等を 十分認識の上、 積極的に区と 連携し てく ださ い。  

ア 港区指定管理者制度運用指針 

イ  港区情報安全対策指針 

ウ  港区環境マネジメ ント シス テムハンド ブッ ク  

エ 港区区有施設受動喫煙防止対策基本方針 

オ 港区行政情報多言語化ガイ ド ラ イ ン 

カ （ 社） 港区シルバー人材センタ ー及び区内障害者授産施設等への優先発注 

キ 区内中小事業者への優先発注 

ク  港区の契約における 暴力団等排除措置要綱 
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ケ 港区職員のハラ ス メ ント の防止等に関する 要綱 

  コ  港区職員接遇マニュ アル「 あっ たかマナーみなと 」  

  サ 港区職員の障害を 理由と する 差別の解消の推進に関する 要綱 

  シ 港区が発注する 契約に係る 業務に従事する 労働者等の労働環境確保の促進に関す

る 要綱 

  ス  その他区が定める 指針等（「 区が定める 指針等の一覧」（ 別紙７ ） を 参照し てく だ

さ い。）  

（ ３ ） 個人情報保護 

特定公共賃貸住宅等の入居者管理業務は、 個人情報を 取り 扱いま す。 区の個人情報

保護条例では、 指定管理者やその従業者等に個人情報保護について義務規定や罰則規

定を 設けていま す。 義務規定や罰則規定は、 従事し てい る 者だけでなく 、 従事し てい

た者も 対象と し ま す。 指定管理者は、 個人情報の取扱い に関する 内部規定を 作成し 、

個人情報保護の対策を 適切に講じ てく ださ い。  

（ ４ ） 再委託の禁止 

指定管理業務の全部又は主たる 部分、 設備管理業務（ 防災センタ ー業務） を再委託

する こ と はでき ま せん。 ただし 、 清掃・ 警備及び設備の 保守点検など 専門性の高い個

別業務等については、 区の事前承認を 得た場合に限り 、 再委託ができ ま す。  

（ ５ ） 地域と の連携 

地元町会・ 自治会や、 その他関係団体など 、 地域と 良好な関係を 築く ため、 地域の

行事やイ ベント に参加する など 、 積極的に交流を 図る こ と 。  

（ ６ ） 定例会及び建物管理協議会について 

区が開催する 定例会に参加し 、 情報の共有化を 図る こ と 。 ま た、 複合用途施設にお

いては同一施設内のそれぞれの管理者及び他の指定管理者と 定期的な建物管理協議会

を 開催する こ と 。 定例会の開催時期及び内容等については別途協議する 。  

（ ７ ） 修繕工事に係る 打合せについて 

項番Ⅰ５ （ ５ ） における 修繕工事等に係る 打合せに参加し 、 情報の共有化及び調整

を 図る こ と 。  

（ ８ ） 区と 指定管理者の役割及び管理責任の分担 

  ア 役割分担（ ◎： 主体的な役割 ○： 補助・ 助言・ 指導する 役割）  

項  目 指定管理者 区 

設置者と し ての責務 － ◎ 

港区特定公共賃貸住宅等の管理運営 ◎ 
○ 

条例・ 規則事項 

 施設の管理（ 設備、物品の管理） ◎ ○ 

施設の占用・ 行為許可 － ◎ 

苦情対応 ◎ ○ 

緊急時の対応（ 事件・ 事故等）    ◎（ ※）     ◎（ ※）  

施設の安全対策（ 安全点検・ 整

備・ 改修等）  
   ◎（ ※）     ◎（ ※）  

広報・ Ｐ Ｒ  ◎ ○ 

事業運営 ◎ ○ 
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（ ※） 設置者と し ての責任は区にあり 、 管理責任は指定管理者にある こ と を 示し ま す。 
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 イ  管理責任の分担（ ○： 主たる 分担者）  

項   目 内   容 

管理責任分担

区 
指定管

理者 

１  法令等の変更 

( １ )  
指定管理業務に影響を 及ぼす

法令等の変更 
○  

( ２ )  
上記以外の指定管理者自身に

影響を及ぼす法令等の変更 
 ○ 

２  税制の変更 

( １ )  
指定管理業務に影響を 及ぼす

税制の変更 
○  

( ２ )  
上記以外の一般的な 税制の変

更 
 ○ 

３  物価変動 ( １ )  
指定期間中の物品費、 人件費等

物価変動に伴う 経費の増加 
 ○ 

４  金利変動 ( １ )  
指定期間中の金利変動に伴う

経費の増加 
 ○ 

５  書類 

( １ )  
区が作成し た 書類に起因する

事項 
○  

( ２ )  
指定管理者が作成し た 書類に

起因する 事項 
 ○ 

( ３ )  
両者記名捺印し た 協定書に起

因する 事項 
相互で協議 

６  指定管理者の指定 

( １ )  

区の事由によ り 指定管理者の

指定が議会で議決さ れな い場

合 

○  

( ２ )  

指定管理者候補者の事由によ

り 指定管理者の指定が議会で

議決さ れない場合 

 ○ 

７  
指定管理業務の変

更及び経費の変動 

( １ )  
区の事由によ る 指定管理業務

の変更に伴う 経費の増加 
○  

( ２ )  
上記以外の事由によ る 指定管

理業務の変更及び経費の増加 
 ○ 

８  住民対応 

( １ )  地域と の協調  ○ 

( ２ )  

指定管理業務及び自主事業の

内容に対する 住民から の苦情、

要望等 

 ○ 

( ３ )  
上記以外の区政全般への苦情、

要望等 
○  

９  環境問題 

( １ )  
施設又は用地から の有害物質

等の発生 
○  

( ２ )  

指定管理業務及び自主事業に

起因する 有害物質の排出・ 漏

洩、 騒音、 振動、 光、 臭気等に

関する も の 

 

 ○ 
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１ ０  不可抗力 

( １ )  

不可抗力（ 暴風、 豪雨、 洪水、

地震、 落盤、 火災、 争乱、 暴動

そ の他の区又は指定管理者の

責めに帰すこ と のでき な い自

然的又は人為的な現象） によ る

被害の発生、 拡大及び施設・ 設

備の復旧 

○  

( ２ )  

不可抗力によ る も ので、 指定管

理者の対応の遅れ、 施設管理の

不備等によ る 被害の発生、 拡大

及び施設・ 設備の復旧 

 ○ 

１ １  施設の損傷 

( １ )  
指定管理者の故意又は過失に

よ る も の 
 ○ 

( ２ )  
施設の設計・ 構造上の瑕疵によ

る も の 
○  

( ３ )  

上記以外の経年劣化、 第三者行

為（ 相手方が特定でき な いも

の） 等によ る も の（ １ 件１ ３ ０

万円を超える も の）  

○  

( ４ )  

上記以外の経年劣化、 第三者行

為（ 相手方が特定でき な いも

の） 等によ る も の（ １ 件１ ３ ０

万円以下のも の）  

 ○ 

１ ２  備品（ Ⅰ種）の損傷 

( １ )  
指定管理者の故意又は過失に

よ る も の 
 ○ 

( ２ )  

上記以外の経年劣化、 第三者行

為（ 相手方が特定でき な いも

の） 等によ る も の 

○  

１ ３  施設等の保守点検 

( １ )  
区の事由によ る 保守点検の増

加 
○  

( ２ )  

指定管理者の責め及び保守点

検の不備によ る 保守点検の増

加 

 ○ 

１ ４  第三者への賠償 

( １ )  

指定管理者の責めに帰すべき

事由によ り 第三者に生じ た 損

害 

 ○ 

( ２ )  
上記以外の事由によ り 第三者

に生じ た損害 
○  

１ ５  セキュ リ ティ  

( １ )  
指定管理者の警備不備によ る

情報漏洩、 犯罪発生等 
 ○ 

（ ２ ）
上記以外の事由によ る 情報漏

洩、 犯罪発生等 
○  

１ ６  指定期間の終了 ( １ )  

指定期間終了の場合（ 指定期間

の満了以前の取消し 等によ る

場合を 含む。） における 区又は

区が指定する も のに対する 業

 ○ 
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務の引継ぎに要する 費用 

( ２ )  

指定期間終了の場合（ 指定期間

の満了以前の取消し 等によ る

場合を 含む。） における 原状復

帰に要する 費用 

 ○ 

（ 備考）  

２ -（ １ ） 消費税率の変更を 想定し た規定です。  

２ -（ ２ ） 収益関係税、 外形標準課税など 指定管理者自身に影響を及ぼす税制の変更

を 想定し た規定です。  

 

４  運営経費に関する 事項  

（ １ ） 指定管理料の支払 

指定管理料の額は、 提案のあった経費を 上限と し 、 区の予算の範囲内で支払う も の

と し ま す。 支払方法、 支払時期等詳細については、 基本協定書・ 年度協定書で定めま

す。  

受託経費見積書は、 区が定める 次の６ つの経費区分に従って作成し てく ださ い。  

なお、 区の会計事務と 同様、 原則、 経費区分間の流用はでき ないも のと し 、 やむを

得ない理由で流用する 際は、 区と 協議の上決定する も のと し ま す。  

ア 職員人件費 

施設に勤務する 職員等（ 管理運営体制に記載し た職員等） にかかる 人件費 

※ 事業計画に基づく 施設職員の確実な配置及び当該職員の人件費を保障する 観点

や、 指定管理者の経営努力によ る 経費節減が見込ま れな いこ と から 、 予算額と 実

績額の差額を 清算し ま す。 清算方法の詳細については、 基本協定書で定めま す。  

※ 人件費の積算に当たっ ては、職員（ 再委託し た業務に従事する 職員を 含みま す。）

の最低賃金水準額を 遵守し てく ださ い。 最低賃金水準額は、 「 港区が発注する 契

約に係る 業務に従事する 労働者等の労働環境確保の促進に関する 要綱」 によ り 定

めた金額と 同額です。 令和４ 年度は（ 一般事務・ 時給額） １ ， １ ２ ０ 円です。 な

お、 金額は、 毎年度見直し ま す。  

イ  光熱水費 

空室の修繕及び管理に必要な電気料金、 ガス 料金、 水道料金 

（ 各施設共用部における 光熱水費は、 区が負担し ま す。 ）  

※ 光熱水費（ 電気、 ガス 、 水道代） については、 予算額と 実績額の間に乖離が生

じ る 可能性が高いこ と から 、 予算額と 実績額の差額を 清算し ま す。 清算方法の詳

細については、 基本協定書で定めま す。  

ウ  修繕費 

施設の修繕に必要な経費 

   ※ 修繕費については、予算額と 実績額の間に乖離が生じ る 可能性が高いこ と から 、

予算額と 実績額の差額を 清算し ま す。 清算方法の詳細に ついては、 基本協定書で

定めま す。  
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   ※ １ 件１ ３ ０ 万円を 超える 修繕（ 原状回復修繕費を 除く 。） は、 指定管理料と は別

に区が実施し ま すので受託経費見積には含めないでく ださ い。  

（ ア） 計画修繕費 

公共施設マネジメ ント 計画、 港区公営住宅等長寿命化計画、 保守点検及び日常

点検結果を 踏ま え、 指定管理者が作成し た修繕計画案に 基づき 、 区が修繕の範囲

を決定し ま す。  

計画修繕費は、 指定管理料には含めま せん。 別途、 年度協定で定めま す。 受託

経費見積には含めないでく ださ い。  

（ イ ） 原状回復修繕費 

空室の原状回復修繕は、 金額の大小に関わら ず指定管理者が指定管理料の範囲

内で実施し ま す。  

（ ウ ） 一般修繕（ 専用部・ 共用部）  

１ 件１ ３ ０ 万円以下の日常的な小規模修繕（ 共用部の軽微な修繕や専用部にお

いて指定管理者が負担する 部品交換等） は、 指定管理料に含めま す。  

１ 件１ ３ ０ 万円を 超える 一般修繕は、 別途、 区が実施し ま すので受託経費見積

には含めないでく ださ い。  

（ エ） 過去の修繕費は、 下表のと おり です。 なお、 記載額は過去の実績を 参考と し て

示し たも のであり 、 本提案における 修繕費に係る 経費の上限額ではあり ま せん。  

①区営・ 区立・ 特定公共賃貸住宅 

項目 
令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

原状回復修繕 33 30, 791, 300 27 32, 270, 700 29 29, 516, 300

専用部修繕 161 12, 281, 368 173 20, 149, 855 153 9, 360, 868

共用部修繕 62 23, 711, 334 89 22, 317, 129 83 21, 699, 093

②障害者住宅 

項目 
令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 

件数 金額 件数 金額 件数 金額

原状回復修繕 0 0 1 1, 701, 700 2 207, 900

専用部修繕 9 2, 731, 750 4 831, 853 11 1, 981, 375

共用部修繕 8 451, 267 6 1, 043, 482 10 895, 956

エ 事業運営費 

施設で実施する 各種事業に必要な経費 

※ 当該経費について清算はあり ま せん。 ただし 、 事業の中止等で実績が事業計画

における 見込みを 下回っ たこ と によ る 執行残額は区に返還し ま す。清算方法の詳

細については、 基本協定書で定めま す。  

オ 施設管理経費 

①施設の維持管理に必要な保守・ 検査業務、 清掃業務、 警備業務、 廃棄物処理等に

かかる 経費 

※ 当該経費について清算はあり ま せん。 た だし 、 事業の中止等で実績が事業計

画における 見込みを 下回っ たこ と によ る 執行残額は区に返還し ま す。 清算方法

の詳細については、 基本協定書で定めま す。  
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②入居者対応業務、 施設運営経費、 入居者募集事務等にかかる 経費 

※ 当該経費について清算はあり ま せん。 た だし 、 事業の中止等で実績が事業計

画における 見込みを 下回っ たこ と によ る 執行残額は区に返還し ま す。 清算方法

の詳細については、 基本協定書で定めま す。  

カ その他経費 

上記のいずれにも 該当し ない経費 

本社が労務管理など の業務を一括し て行う た めに施設（ 事業所） が負担する 経費、

施設を 本社など が支援する ために必要な経費、 民間企業等の利益など 。  

「 その他経費」 における 本部経費の内訳は、 以下のと おり です。  

①事務管理経費 

本社( 本部) 等によ る 施設支援に係る 、 人件費等、 会議費、 出張費等 

②運営費 

本社( 本部) 等によ る 施設支援に係る シス テム維持管理費、 賃借料、 光熱水費、

リ ース 料等 

③租税公課 

※ 経費の計上にあたっては、 本社が担う 役割や業務内容、 利益の算定方法など 積

算根拠を明ら かにする 資料を必ず添付し てく ださ い。  

（ ２ ） 備品購入の取扱い 

１ 点予定価格５ 万円（ 税込） を超える 備品については、 区が必要と 認めた場合に 

限り 、 区が購入し 、 無償で貸与し ま す。 備品の管理は指定管理者の責務と し ま す。  

（ ３ ） 収入 

管理運営業務は、 原則と し て区から の指定管理料で措置し ま す。  

（ ４ ） 銀行口座の開設 

 本業務の実施に係る 支出及び収入を 適切に管理する ため、 本業務に固有の銀行口座

を 開設し 、 適切な運用を 図る も のと し ま す。  

（ ５ ） 損害賠償保険 

施設運営にあたり 、 指定管理者が業務を 行う に当たっ て施設に損害が生じ た場合に

対応する 「 施設賠償責任保険」 と 施設利用者等に損害が 生じ た場合の損害賠償額を担

保する ための「 第三者賠償保険」 に必ず加入し ま す。 指定管理者が加入すべき 保険の

基準は、「 特別区自治体総合賠償責任保険制度」 で定める 金額と し ま す 

（ ６ ） その他 

その他、本要項に定めのない事項については、区と 指定管理者が協議の上決定し 、協

定書によ り 定めま す。  

 

Ⅲ 選定手続 

１  公募の手続・ 手順 

（ １ ） 申請者の資格   

地方自治法第２ ４ ４ 条の２ 第３ 項に規定する 法人その他の団体で、 次のアから カの

全てに該当する 者 
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ア 住宅等の運営に熱意を持ち、 施設の効用を 最大限に発揮する と と も に効率的かつ

適正に管理する ために必要な執行体制を 確保でき る 者 

イ  指定期間中、 事業の管理運営を 安定し て行う 物的能力、 人的能力を 有し ている 者 

ウ  港区議会議員、 区長、 副区長、 教育長並びに地方自治法第１ ８ ０ 条の５  第１ 項に

規定する 委員会の委員及び委員が、 無限責任社員、 取締役、 執行役若し く は監査役

若し く はこ れら に準ずべき 者、 支配人又は清算人と なっていない法人や、 その他の

団体。 ま た、 区が資本金、 基本金その他こ れら に準ずる も のの二分の一以上を 出資

し ている 法人その他の団体であっ て、 区議会議員以外の者が役員等と なっ ている も

のも 可と する 。  

エ 公的賃貸住宅又は集合住宅の管理運営実績を有する 事業者である こ と 。  

オ 本店、 支店、 事業所等のいずれかが、 東京都、 神奈川県、 埼玉県、 千葉県内のい

ずれかにある 法人又はその他の団体である こ と 。  

カ 団体又はその代表者が以下のいずれにも 該当し ないこ と 。  

( ア) 地方自治法施行令第１ ６ ７ 条の４ 第２ 項及び第１ ６ ７ 条の５ 第１ 項（ 同項を 準

用する 場合を 含む。） の規定によ り 港区における 一般競争入札等の参加を 制限さ

れている 者 

( イ ) 法律行為を 行う 能力を 有し ない者 

( ウ ) 破産法に基づく 破産手続き 開始の申立てを し ている 者 

( エ) 会社更生法に基づく 更生手続き 開始の申立てをし ている 者 

( オ) 民事再生法に基づく 再生手続き 開始の申立てをし ている 者 

( カ) 国税又は地方税を 滞納し ている 者 

( キ ) 地方自治法第２ ４ ４ 条の２ 第１ １ 項の規定によ り 指定管理者の指定の取消し

（ 法人格の変更等に伴う 指定の取消し を 除く 。） を 受けてから ２ 年間が経過し てい

ない者 

( ク ) 暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律第２ 条に掲げる 暴力団、又は暴

力団若し く はその構成員若し く はその構成員でなく なった日から ５ 年を 経過し て

いない者の統制下にある 団体 

（ ２ ） 複数の団体によ る 共同申請 

ア 複数の団体で共同事業体（ 以下「 グループ」 と いう 。） を結成し 、 グループと し て

申請する こ と も 可能です。 その場合は、 申請時にグループを 結成し 、 適切な名称を

設定の上、 代表団体（ 他の団体は構成団体と し ま す。） を 定めてく ださ い。 グループ

内の全ての団体が上記（ １ ） 申請者の資格（ エを除く 。） に該当する こ と が必要です。  

イ  共同事業体で、 法人等を 設立する 場合は、 指定管理者の指定の議決ま でに、 法人

登記事項証明書又はそれに代わる 書類等を 提出し てく ださ い。  

ウ  当該グループの代表団体及び構成団体は、 別のグループ又は単独によ り 申請する

こ と はでき ま せん。  

エ 代表団体及び構成団体の変更は原則と し て認めま せん。 ただし 、 区が業務遂行上

の支障がないと 判断し た場合に限り 、 変更でき る も のと し ま す。  

（ ３ ） 公募の日程 

公募要項発表           令和４ 年１ ０ 月２ ０ 日（ 木）  
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公募説明会受付          令和４ 年１ ０ 月２ ６ 日（ 水） 正午ま で 

公募説明会            令和４ 年１ ０ 月２ ７ 日（ 木）  

現地見学会            令和４ 年１ ０ 月２ ７ 日（ 木） 及び２ ８ 日（ 金）  

質疑受付             令和４ 年１ ０ 月２ ８ 日（ 金） から  

令和４ 年１ １ 月１ １ 日（ 金） ま で 

質疑回答             令和４ 年１ １ 月２ ５ 日（ 金）  

申請受付             令和４ 年１ ０ 月２ ０ 日（ 木） から  

令和５ 年 １ 月１ ９ 日（ 木） ま で 

第一次審査（ 書類審査）       令和５ 年 ２ 月 ９ 日（ 木） 予定 

第二次審査（ プレ ゼンテーショ ン）  令和５ 年 ３ 月１ ７ 日（ 金） 予定 

指定管理者候補者選定       令和５ 年 ４ 月下旬予定 

指定管理者の指定         令和５ 年 ６ 月下旬予定 

（ ４ ） 公募説明会及び現地見学会 

   公募に係る 説明会及び施設の内観・ 外観や設備等の見学を 目的と し た現地見学会を

開催し ま す。 応募を予定する 事業者は必ず参加し てく だ さ い。 なお、 当日は公共交通

機関をご利用く ださ い。  

ア 公募説明会 

日時 令和４ 年１ ０ 月２ ７ 日（ 木） 午前９ 時３ ０ 分から  

場所 港区港南三丁目３ 番１ ７ 号 シティ ハイ ツ 港南 １ 階集会室 

イ  施設見学会 

日時 令和４ 年１ ０ 月２ ７ 日（ 木） 公募説明会終了後 

場所 午前１ ０ 時３ ０ 分 シティ ハイ ツ 港南複合施設（ 港南三丁目３ 番 17 号）  

     午後 ２ 時０ ０ 分 シティ ハイ ツ 竹芝複合施設（ 芝一丁目８ 番 23 号）  

令和４ 年１ ０ 月２ ８ 日（ 金）  

     午前１ ０ 時０ ０ 分 シティ ハイ ツ 高輪複合施設（ 高輪一丁目 16 番 25 号）  

     午後 １ 時０ ０ 分 シティ ハイ ツ 赤坂複合施設（ 赤坂四丁目 18 番 13 号）  

ウ  参加申込 

巻末申込書を 令和４ 年１ ０ 月２ ６ 日（ 水） 正午ま でに、  

メ ール（ mi nat o112@ci t y. mi nat o. t okyo. j p） で送付し てく ださ い。  

（ 会場の都合上、 １ 者２ 名ま ででお願いし ま す。 ）  

（ ５ ） 申請手続 

応募を 希望する 事業者は、 以下の書類を 提出し てく ださ い。  

提 出 書 類 様式 
部数 

正本 副本① 副本②

① 指定管理者指定申請書 【 様式１ 】 １ 部 ― ― 

 
≪共同事業体の場合≫ 

[ Ａ ] 共同事業体構成書 

 

参考様式Ａ

 

１ 部 

 

１ 部 

 

１ ２ 部

 [ Ｂ ] 共同事業体協定書兼委任状 参考様式Ｂ １ 部 ― ― 

 [ Ｃ ] 宣誓書 参考様式Ｃ １ 部 ― ― 

mailto:minato112@city.minato.tokyo.jp
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 [ Ｄ ] 安定運営の取組 参考様式Ｄ １ 部 １ 部 １ ２ 部

② 宣誓書 【 様式２ 】 １ 部 ― ― 

③ 
定款、寄附行為又はこ れに類する も の（ 最

新のも の）  
－ １ 部 １ 部 ― 

④ 

法人の登記事項証明書（ 全部事項証明書）

（ 申請日前３ か月以内に発行さ れた も

の）  

－ １ 部 １ 部 ― 

⑤ 
印鑑証明書（ 申請日前３ か月以内に発行

さ れたも の）  
－ １ 部 １ 部 ― 

⑥ 
預金残高証明書（ 最新の決算期末日現在

のも の）  
－ １ 部 １ 部 ― 

⑦ 事業者の概要 

 <<公益法人の場合>>     

ア 法人（ 団体） 等の概要 【 様式３ 】 １ 部 １ 部 １ ２ 部

  事業経歴、 役員（ 理事・ 評議員）

名簿、 法人運営に関する 基本的

な考え方、 理念、 障害者雇用率

等 

 

   

イ  決算書類（ 直近の決算期３ 期分）  様式自由 １ 部 １ 部 ― 

  収支計算書（ 収支計算書、正味財

産増減計算書、貸借対照表、財産

目録、 計算書類に対する 注記）

様式自由 １ 部 １ 部 ― 

ウ  事業報告書（ 直近の決算期３ 期分） 様式自由 １ 部 １ 部 ― 

エ 収支予算書（ 今年度に係る も の）  様式自由 １ 部 １ 部 ― 

オ 事業計画書（ 今年度に係る も の）  様式自由 １ 部 １ 部 ― 

カ 監事の監査報告書 様式自由 １ 部 １ 部 ― 

 <<Ｎ Ｐ О法人の場合>>     

 ア 法人（ 団体） 等の概要 【 様式３ 】 １ 部 １ 部 １ ２ 部

 

  事業経歴、役員名簿、法人運営に

関する 基本的な考え方、理念、障

害者雇用率 等 

 

   

 

イ  決算書類（ 直近の決算期３ 期分）  

  収支計算書（ 収支計算書、貸借対

照表、 財産目録）  

様式自由 １ 部 １ 部 ― 

 ウ  事業報告書（ 直近の決算期３ 期分） 様式自由 １ 部 １ 部 ― 

 エ 監事の監査報告書 様式自由 １ 部 １ 部  ― 

 
※ 上記のイ ～エについては、 特定非営利活

動促進法及び内閣府令に基づく も のを提

出し てく ださ い。  
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 <<医療法人の場合>>     

 ア 法人（ 団体） 等の概要 【 様式３ 】 １ 部 １ 部 １ ２ 部

 

  事業経歴、役員名簿、法人運営に

関する 基本的な考え方、理念、障

害者雇用率 等 

 

   

 イ  損益計算書（ 直近の決算期３ 期分） 様式自由 １ 部 １ 部 ― 

 ウ  貸借対照表（ 直近の決算期３ 期分） 様式自由 １ 部 １ 部 ― 

 
エ 株主資本等変動計算書 （ 直近の決算

期３ 期分）  
様式自由 １ 部 １ 部 ― 

 オ 付属明細書（ 直近の決算期３ 期分） 様式自由 １ 部 １ 部 ― 

 

カ 監事の監査報告書 
※ 上記のイ ～カについては、 病院会計準則

に従っ たも のを提出し てく ださ い。 エに

ついては、 社員総会での承認日を付記し

てく ださ い。 オについては、 法人税確定

申告書に添付し た勘定科目内訳書の写し

で代替し ても かま いま せんが、 その場合

には税務署に提出し た全てのも のを 提出

し 、 謄本である 旨の代表者の署名、 捺印

を付し てく ださ い。 都道府県提出決算書

を別途作成し ている 場合には、 当該決算

書の写し も 提出し てく ださ い。  

様式自由 １ 部 １ 部 ― 

    

 <<株式会社の場合>>     

 ア 法人（ 団体） 等の概要 【 様式３ 】 １ 部 １ 部 １ ２ 部

 

  事業経歴、役員名簿、法人運営に

関する 基本的な考え方、理念、障

害者雇用率 等 

 

   

 

イ  決算書類（ 直近の決算期３ 期分）  

  営業報告書 

  貸借対照表 

  損益計算書 

  注記事項（ 重要な会社方針、貸借

対照表注記、 損益計算書注記）

  株主資本等変動計算書 

  付属明細書 

 
※ 決算書類は、会社法及び会社法計算施行

規則に従ったも のを提出し てく ださ い。  

※ 連結決算を 行っ ている 親会社又は子会

社がある 場合は、連結財務諸表も 提出し て

く ださ い。  

※ 株主資本等変動計算書は、社員総会又は

株主総会での承認日を付記し てく ださ い。

※ 付属明細書は、法人税確定申告書に添付

し た勘定科目内訳書の写し で代替する こ

様式自由 １ 部 １ 部 ― 
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と も 可能です。 その場合、 税務署に提出し

た全てのも のを提出し 、謄本である 旨の代

表者の署名、 捺印を付し てく ださ い。  

なお、 申請書類提出時点において、 既に

最近の決算期末日が到来し ている 法人で、

未だ決算が確定し ていない場合には、直近

の決算期末の経営成績及び財政状態の参

考と なる 資料（ 例： 試算表、 予想損益計算

書、 予想貸借対照表） 。 ただし 、 過去３ 期

分の決算書等と は別に提出し てく ださ い。

 ウ  監査報告書 様式自由 １ 部 １ 部 ― 

 

※ 会計監査人（ 公認会計士又は監査法人）

の監査を受けている 場合には、会計監査人

の監査報告書も 提出し てく ださ い。  
    

⑧ 

法人税、 消費税、 法人事業税、 地方消費

税の納税証明書 

（ 直近の決算期２ 期分に係る も の）  

－ １ 部 １ 部 ― 

⑨ 担保提供資産について 【 様式４ 】 １ 部 １ 部 ― 

⑩ 債務の保証について 【 様式５ 】 １ 部 １ 部 ― 

 

⑪ 

公的賃貸住宅又は集合住宅の管理運営実

績について 

（ 施設名・ 所在地・ 規模等）  

類似施設の運営状況 

・  施設の管理、 組織運営の方針 

・  施設の特色ある 管理運営 

・  複合施設の管理運営実績 

・  その他 

【 様式６ 】 １ 部 ― １ ２ 部

施設運営に関する 実績一覧（ 任意）  【 様式６ －２ 】 １ 部 ― １ ２ 部

施設管理に関する 実績一覧（ 任意）  【 様式６ －３ 】 １ 部 ― １ ２ 部

⑫ 情報セキュ リ ティ 確認チェ ッ ク シート  【 様式７ 】 １ 部 ― １ ２ 部

⑬ 労働環境チェ ッ ク シート  【 様式８ 】 １ 部 ― １ ２ 部

⑭ 
事業概要等パン フ レ ッ ト 及び既存施設のし

おり  
― １ 部 ― ― 

 

（ ６ ） 計画書類の提出 

申請者は、 以下の計画書類を 提出し てく ださ い。  

№ 提出書類 参考様式 
提出部数 

正本 副本① 副本②

法人等の団体に関する 書類 

① 計画書類等提出書 【 様式９ 】  １ 部 １ 部 １ ２ 部
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② 資金計画書（ 令和６ 年度から 令和１ ０

年度ま で）  
※ 各年度における 受託経費の増減理由も

記載し てく ださ い 

※ 「 その他経費」は、一括計上は不可です。

本部経費については必ず内訳を 記載し

てく ださ い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 様式１ ０ 】 １ 部 １ 部 １ ２ 部

③ 

受託経費見積書 
※ 各内訳を示し 、積算根拠を明ら かにす

る 資料を添付し てく ださ い。  

※ 「 その他経費」 は、 一括計上は不可で

す。本部経費については必ず内訳を記

載し てく ださ い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 様式１ １ 】 １ 部 １ 部 １ ２ 部

④ 給与・ 報酬・ 賃金等に関する 規程（ 最

新のも の）  

（ ※人件費の積算内訳）  

様式自由 １ 部 １ 部 １ ２ 部

「その他経費」における本部経費の

内訳について 

事務管理経費 本社( 本部) 等によ る

施設支援に係る 、 人件費等、 会議

費、 出張費等 

運営費 本社( 本部) 等によ る 施設支

援に係る シス テム 維持管理費、 賃借 

料、 光熱水費、 リ ース 料等 

租税公課 

「その他経費」における本部経費の

内訳について 

事務管理経費 本社( 本部) 等によ る

施設支援に係る 、 人件費等、 会議

費、 出張費等 

運営費 本社( 本部) 等によ る 施設支

援に係る シス テム維持管理費、 賃借 

料、 光熱水費、 リ ース 料等 

租税公課 
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管理運営計画に関する 書類 

業務執行体制 

⑤ 施設運営に関する 基本的な考え方 【 様式１ ２ 】 １ 部 ― １ ２ 部

⑥ 入居者・ 応募者サービス 窓口の設置 【 様式１ ３ 】 １ 部 ― １ ２ 部

⑦ 
職員体制・ 勤務体系の考え方 

・ 施設運営に関する 基本的な考え方 
【 様式１ ４ 】 １ 部 ― １ ２ 部

⑧ 
職員配置表 
※港区が定める「 指定管理施設雇用区分確

認表」 に基づき 作成 
【 様式１ ５ 】 １ 部 ― １ ２ 部

⑨ 

職員ロ ーテーショ ン表 
（ 雇用区分別 ①月～金 ②土 ③日）  

※必要に応じ て祝日等も 提出し てく ださ

い。  

【 様式１ ６ 】 １ 部 ― １ ２ 部

⑩ 

職員の研修 

①適正な業務執行のための職員教育に

対する 考え方 

②職員の接遇能力の向上や業務に関す

る 知識取得のための具体的な取組 

【 様式１ ７ 】 １ 部 ― １ ２ 部

⑪ 

苦情解決のための取組 

①苦情対応の考え方と 体制 

②未然防止、 再発防止のための取組 

【 様式１ ８ 】 １ 部 ― １ ２ 部

⑫ 
入居者満足度（ CS） 向上のための具体

的な取組 
【 様式１ ９ 】 １ 部 ― １ ２ 部

⑬ 

環境への配慮について 

環境への配慮に関する 考え方と 具体的

な取組 

【 様式２ ０ 】 １ 部 ― １ ２ 部

危機管理・ 安全対策 

⑭ 
危機管理体制について 

（ 夜間・ 休日の連絡体制を含む。）  
【 様式２ １ 】 １ 部 ― １ ２ 部

⑮ 
入居者の安全対策、 防災・ 防犯対策に

対する 考え方と 具体的な取組 
【 様式２ ２ 】 １ 部 ― １ ２ 部

⑯ 

災害発生時の対応と 体制 

①防災訓練の参加率を高める 取組 

②防災意識を 高める 取組 

【 様式２ ３ 】 １ 部 ― １ ２ 部

⑰ 
個人情報保護・ 情報安全対策に関する

考え方 
【 様式２ ４ 】 １ 部 ― １ ２ 部

施設の管理運営 

⑱ 複合施設の管理運営について 【 様式２ ５ 】 １ 部 ― １ ２ 部

⑲ 設備の保守に関する 考え方と 体制 【 様式２ ６ 】 １ 部 ― １ ２ 部

⑳ 

施設の修繕について 

①計画修繕に関する 考え方 

②修繕の実施について 

【 様式２ ７ 】 １ 部 ― １ ２ 部
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㉑ 

再委託を予定し ている 業務 
（ ①委託内容 ②委託を 行う 理由 ③委

託予定金額 ④委託予定先及び選定理由

（ 委託先の条件は、港区の入札参加資格が

ある こ と 、港区における 暴力団等の排除措

置を受けていないこ と です。 ま た、 区内中

小企業やシルバー人材セン タ ーなど を 積

極的に活用し てく ださ い。）  

【 様式２ ８ 】 １ 部 ― １ ２ 部

㉒ 

港区シルバー人材セン タ ー、 区内障害

者授産施設及び区内中小事業者の活用

についての考え方 

【 様式２ ９ 】 １ 部 ― １ ２ 部

㉓ 
住宅使用料の滞納防止策、 収納率向上

のための取組 
【 様式３ ０ 】 １ 部 ― １ ２ 部

効率的で質の高いサービス の提供 

㉔ 障害者への支援について 【 様式３ １ 】 １ 部 ― １ ２ 部

㉕ 

高齢者への支援について 

①高齢者支援の考え方と 具体的な取組

②シティ ハイ ツ 港南高齢型住戸入居者

に対する 支援について 

【 様式３ ２ 】 １ 部 ― １ ２ 部

㉖ 
高齢型住戸入居者間コ ミ ュ ニティ 醸成

支援に関する 提案事業について 
【 様式３ ３ 】 １ 部 ― １ ２ 部

㉗ 自主事業計画 【 様式３ ４ 】 １ 部 ― １ ２ 部

地域の拠点と し ての計画性 

㉘ 

自治会と の協働・ 地域と の連携につい

て 

①基本的な考え方 

②具体的な取組 

【 様式３ ５ 】 １ 部 ― １ ２ 部

その他 

㉙ 
温室効果ガス の排出実質ゼロ の実現に

向けた取組 
【 様式３ ６ 】 １ 部 ― １ ２ 部

㉚ 

入居者の利便性向上と 区民向け住宅の

管理運営業務効率化につながる デジタ

ル技術の活用に向けた取組 

【 様式３ ７ 】 １ 部 ― １ ２ 部

㉛ 

指定管理者と し ての抱負 

住宅の設置目的を 踏ま え、 指定管理者

と し ての抱負を述べてく ださ い。  

【 様式３ ８ 】 １ 部 ― １ ２ 部

㉜ 概要版 【 様式３ ９ 】 １ 部 ― １ ２ 部

（ ７ ） 提出書類に関する 留意事項 

ア 申請書類、 計画書類提出後の内容変更は、 提出締切日ま で受け付けま す。  

イ  上記のほか、 区が必要と する 書類の提出を 求める こ と や、 ヒ アリ ングを 実施する

場合があり ま す。  

ウ  申請書類等の著作権は、 作成し た団体に帰属し ま す。 ただし 、 提出さ れた応募書

類は返却でき ま せん。 区の責任において一定期間保管後、 廃棄し ま す。  
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エ 書類は、 Ａ ４ 判で作成し てく ださ い。  

オ 副本②については、 法人名など 応募事業者が特定でき る 部分を マス キング（ 黒塗

り ） の上、 提出し てく ださ い。  

カ 正本及び副本は、 フ ァ イ ル（ Ａ ４ サイ ズ 、 ２ 穴） に提出一覧表を フ ァ イ ルの目次

と し てセッ ト し 、 イ ンデッ ク ス を つけて、 指定部数を 提出し てく ださ い。 イ ンデッ

ク ス には、 提出一覧表の No. を記載し てく ださ い。  

キ フ ァ イ ルの表紙及び背表紙には、「 申込施設名（ 申請書類・ 計画書類の別）」 を 表

示し たシールを 貼付し てく ださ い。 正本のみ、 法人名を明記し たシールを 貼付し て

く ださ い。  

 （ 例）  「 港区特定公共賃貸住宅等【 申請書類】」  

「 港区特定公共賃貸住宅等【 計画書類】」  

ク  上記のほか、 電子媒体（ Ｃ Ｄ －Ｒ ） に正本及び副本②を Ｐ Ｄ Ｆ 形式で入力し たも

のを１ 部提出し てく ださ い。  

ケ 区は、 指定管理者の選考結果及び提案内容等を公表する 場合、 その他区が必要と

認める と き は、無償で提出書類の全部又は一部を使用でき る も のと し ま す。ただし 、

公開する こ と によ り 応募者に明ら かに不利益を 与える と 認めら れる 書類については

公表し ま せん。  

コ  提出書類に虚偽の記載があった場合は、 失格と し ま す。  

（ ８ ） 応募に関する 留意事項 

  ア 選考委員会委員等と の接触について 

公募要項の公表日以降、 公募説明会・ 現地見学会等、 区が提供する 機会を 除き 本

件提案に関し て、 選考委員、 区職員等への接触は禁止し ま す。 接触の事実が認めら

れた場合は、 失格と なる 場合があり ま す。  

イ  応募の辞退について 

応募書類を 提出し た後、 辞退する 場合は、 辞退届（ 様式自由） を 提出し てく ださ

い。  

ウ  費用の負担について 

提案や指定後の協議に対し ての参加報酬・ 交通費及び受託のための準備等に係る

経費は、 応募者の負担と し ま す。  

  エ グループによ る 応募の構成団体の変更について 

グループによ る 応募の場合、 代表団体及び構成団体の変更は原則と し て認めま せ

ん。  

（ ９ ） 公募要項資料 

本要項には以下の参考資料が付随し ま す。 参考資料の受領を 希望する 法人又は団体

には電子媒体（ Ｃ Ｄ －Ｒ ） にて配付し ま すので、 事前に 連絡の上、 指定さ れた日時に

お越し く ださ い。 なお、 配付し た電子媒体は後日返却し てく ださ い。  

ア 配付資料 

参考資料（ 別紙集、 施設情報、 平面図、 基本協定書、 業務仕様書、 年度協定書、 業

務委託仕様書、 昇降機維持保全業務標準仕様書等）  
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イ  配付期間 

令和４ 年１ ０ 月２ ０ 日（ 木） から 令和５ 年１ 月１ ９ 日（ 木） ま で 

ウ  配付場所 

港区芝公園一丁目５ 番２ ５ 号 港区役所６ 階 

    港区 街づく り 支援部 住宅課 住宅政策担当（ ６ ０ ２ 住宅課カウ ンタ ー）  

    Ｔ Ｅ Ｌ  ０ ３ （ ３ ５ ７ ８ ） ２ ２ ８ ９  

（ １ ０ ） 質疑の受付及び回答 

ア 質問書の受付 

巻末質問書に必要事項を 記入し 、以下の提出先に、メ ールで送信し てく ださ い（ 送

信未達を 防ぐ ため、 事後に電話にて連絡を お願いし ま す。）。 こ れ以外での方法（ 持

参、 郵送、 電話、 口頭等） 又は、 期間を 過ぎたも のは受け付けま せん。  

（ ア） 質疑受付期間 令和４ 年１ ０ 月２ ８ 日（ 金） から  

令和４ 年１ １ 月１ １ 日（ 金） 午後５ 時ま で 

（ イ ） 提出先    港区 街づく り 支援部 住宅課 住宅政策担当 河野 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０ ３ -３ ５ ７ ８ -２ ２ ８ ９  

メ ールアド レ ス  mi nat o112@ci t y. mi nat o. t okyo. j p 

イ  質問回答 

令和４ 年１ １ 月２ ５ 日（ 金） を 目途に、全ての質疑に対する 回答書をメ ールで送信

し ま す。 港区ホームページでも 公表し ま す。 なお、 回答の際は、 質問を し た団体名

は公表し ま せん。  

こ の回答書は、本要項と 一体のも のと し て、要項と 同様の効力を 有し ま す。なお、

意見の表明と 解さ れる も のや質疑の内容（ 質問内容が不明瞭なも の） によ っては、

回答し ないこ と があり ま す。  

（ １ １ ） 申請書類の受付 

申請を 希望する 法人又は団体は、 次によ り 申請し てく ださ い。  

区にこ れら の書類を 提出し た事業者を申請者と し ま す。  

ア 提出期間  

令和４ 年１ ０ 月２ ０ 日（ 木） から 令和５ 年１ 月１ ９ 日（ 木） ま で 

平日の午前９ 時から 午後５ 時ま で 

※申請書類を 持参する 場合は、 事前に以下提出先に連絡の上、 指定さ れた日時にお

越し く ださ い。 その場で申請書類の確認を行いま す。  

※申請書類を 郵送する 場合は、 提出期限日必着と し ま す。（ 郵便事故等であっても 、

期限日ま でに届いていない場合は、 受付でき ま せん。 到達確認の可能な方法で送

付する か、 以下提出先ま で電話にて到達確認を 行う など 、 期限日ま でに確実に届

く 方法で送付し てく ださ い。）  

※申請書類提出後の計画内容の変更は、 提出期限ま で受け付けま す。  

  イ  提出先  

港区芝公園一丁目５ 番２ ５ 号 港区役所６ 階 

    港区 街づく り 支援部 住宅課 住宅政策担当 河野 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０ ３ （ ３ ５ ７ ８ ） ２ ２ ８ ９  

mailto:minato112@city.minato.tokyo.jp
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２  指定管理者候補者の選考・ 選定 

（ １ ） 指定管理者候補者の選考 

ア 指定管理者候補者は、「 港区特定公共賃貸住宅等指定管理者候補者選考委員会（ 以

下「 選考委員会」 と いう 。）」 において選考し ま す。  

イ  審査方法は、 応募者から 提出さ れた書類によ る 第一次審査と 、 第一次審査通過者

に対する プレ ゼンテーショ ン等を含めた第二次審査を予定し ていま す。  

ウ  審査の過程において、 選考委員によ る 事業所の視察を 行う こ と も あり ま す。  

エ 審査の結果、 ふさ わし い候補者がいない場合、 選考し ない場合があり ま す。  

オ 指定管理者候補者と し て選考さ れた事業者は、 辞退する こ と はでき ま せん。  

（ ２ ） 指定管理者候補者の選定 

ア 選考委員会が選考し た指定管理者候補者について、 全庁的な視点から 港区指定管

理者選定委員会で審議し た上で、 区と し て指定管理者候補者を 選定し ま す。  

イ  指定管理者と し て指定さ れる ま での間に候補者に事故のある と き は、 選定さ れな

かった応募者のう ちから 新たに候補者を 選定する こ と があり ま す。  

    ウ  指定管理者の指定は、 港区議会での議決を経て行いま す。  

（ ３ ） 基本的な選考基準 

ア 安定的な経営基盤を 有し ている こ と 。  

（ 公認会計士によ る 財務状況分析を 実施し ま す。）  

イ  業務執行体制 

 （ ア） 施設運営に関する 基本的な考え方 

 （ イ ） 入居者・ 応募者サービ ス 窓口の設置 

 （ ウ ） 職員体制・ 勤務体系の考え方 

 （ エ） 職員研修の取組 

 （ オ） 苦情解決のための取組 

 （ カ） 入居者満足度（ CS） の具体的な取組 

 （ キ） 環境への配慮 

 （ ク ） 公的賃貸住宅又は集合住宅の管理運営実績 

ウ  危機管理・ 安全対策 

 （ ア） 危機管理体制 

 （ イ ） 入居者の安全対策、 防災・ 防犯対策に対する 考え方と 具体的な取組 

 （ ウ ） 災害発生時の対応と 体制 

（ エ） 個人情報保護と 具体的な取組 

エ 施設の管理運営 

（ ア） 複合施設の管理運営 

 （ イ ） 設備の保守に関する 考え方と 体制 

 （ ウ ） 施設の修繕 

 （ エ） 港区シルバー人材センタ ー、 区内障害者授産施設及び区内中小事業者の活用 

 （ オ） 住宅使用料の滞納防止策、 収納率向上のための取組 

オ 効率的で質の高いサービ ス の提供 
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 （ ア） 障害者への支援 

（ イ ） 高齢者への支援 

（ ウ ） 高齢型住戸入居者に対する 提案事業 

（ エ） 自主事業 

  カ 地域の拠点と し ての計画性 

  自治会と の協働、 地域と の連携 

キ 受託経費見積及び資金・ 収支計画書の妥当性 

ク  その他 

 （ ア） 温室効果ガス の排出実質ゼロ の実現に向けた取組 

 （ イ ） デジタ ル技術の活用に向けた取組 

（ ４ ） 審査結果の通知 

審査結果は、 第一次審査、 第二次審査と も に応募者全員に文書で通知し ま す。  

（ ５ ） 第二次審査用資料の提出 

第一次審査通過者は、 第二次審査における プレ ゼンテーショ ン用資料の提出を 求め

る 場合があり ま す。 詳細は、 第一次審査通過者に連絡し ま す。  

 

Ⅳ 決定後の手続 

１  基本協定書・ 年度協定書  

（ １ ） 協定の締結 

港区議会の議決を経た後、 指定管理者と し て 指定し 、 区は指定管理者と 協定を 締結

し ま す。  

締結する 協定書は、 指定期間を通し た包括的な施設の管理・ 運営に関する 基本的事

項を 規定する 基本協定書と 、 年度ごと の管理・ 運営業務や指定管理料に関する 事項を

規定する 年度協定書の２ 種類です。  

（ ２ ） 基本協定書の主な事項 

ア 指定期間 

イ  業務の範囲 

ウ  施設の運営 

エ 施設の維持管理 

オ 区が支払う べき 経費 

カ 保険の加入 

キ 自主事業（ ※自主事業がある 場合）  

ク  区と 指定管理者の役割分担 

ケ 業務の再委託 

コ  事業計画書、 事業報告書等の提出 

サ 業務の引継ぎ 

シ 備品の管理 

ス  入居者アンケート 実施 
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セ モニタ リ ング 

ソ  第三者評価 

タ  緊急時の対応 

チ 環境への配慮 

ツ  管理運営業務を行う に当たって保有する 個人情報の保護及び関係書類の整理・ 保

管 

テ 情報セキュ リ ティ  

ト  指定の取消し 及び管理業務の停止 

ナ 損害賠償 

ニ 権利義務の譲渡の禁止 

ヌ  目的外使用の禁止 

ネ 施設・ 設備等の原状回復 

ノ  区と 指定管理者の管理責任の分担 

ハ その他区長が必要と 認める 事項 

（ ３ ） 年度協定書の主な事項 

  ア 目的 

イ  協定の期間 

ウ  指定管理料の額 

エ 指定管理料の支払 

オ 指定管理料の清算 

カ 協議 

キ その他区長が必要と 認める 事項 

 
２  災害時協定 
（ １ ） 協定の締結 

港区内で地震等の災害が発生し た際の応急対応を迅速かつ的確に行う ため、 区と 指

定管理者は災害時協定を 締結し 、 災害時等における 役割分担を 明確にし ま す。  

（ ２ ） 災害時協定書の主な事項 

ア 災害の範囲 

イ  避難所（ 又は一時受入れ場所） 運営支援業務 

ウ  要請期間及び方法 

エ 協力履行の義務及び免除 

オ 費用負担 

カ 損害補償 

キ 災害時の情報共有 

ク  守秘義務 

ケ 平時から の備え 

コ  協議 

サ 効力 
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３  管理運営計画書及び収支予算書の作成 

（ １ ） 管理運営計画書及び収支予算書の作成 

年間の管理運営計画書及び収入・ 支出の概算予算書の提出等 

（ ２ ） 管理運営報告書及び収支決算書の作成 

区が指示する 管理運営報告書の提出（ 毎月の管理運営実績、 施設の維持管理業務の

実績等）、 収支決算書の提出等 

 

４  業務の引継ぎ等  

指定管理者は、 指定期間開始前の期間内（ ６ か月程度） に準備業務を行う も のと し ま

す。特に入居者にと っ て円滑に新たな指定管理者への移行を 実現する ため、区や関係機

関と 指定管理者によ る 移行準備を 実施し てく ださ い。  

引継ぎは、指定管理者指定の議決後、令和６ 年３ 月３ １ 日ま でに実施し てく ださ い。

指定管理者が変更と なる 場合には、 新たな指定管理者は、 事業者が交替する こ と によ

り 、 入居者に不安や影響を 与えないよ う 、 入念な引継ぎに努めてく ださ い。  

ま た、指定期間終了時又は指定の取消し によ っ て管理運営業務が終了する 際は、次期

指定管理者が円滑にかつ支障なく 業務を 遂行でき る よ う 引継ぎ業務を 実施し てく ださ

い。  

引継ぎ等にかかる 経費は、 区が経費を負担する 引継ぎ項目（ 一定の期間、 当該施設

で直接引継ぎを 行う 必要のある 事項等） を 除き 、 新たな指定管理者が負担し ま す。  

 

  ※労働環境確保策の一環と し ての雇用継続の要請について 

 新たに指定管理者と なる 事業者は、 当該指定管理の協定締結前から 当該業務に従事

し ていた職員のう ち希望する 労働者について、 新たに指定管理の協定を締結する 事業

者によ る 継続雇用をお願いし ま す。  

 

５  情報の公表 

（ １ ） 応募書類等 

公募時に提出さ れた書類は、 理由のいかんを 問わず返却し ま せん。 申請書類、 計画

書類等の著作権は、 申請者に帰属し ま す。  

ただし 、 区は公表等する 場合には、 申請書類、 計画書類等の内容を 無償で使用でき

る も のと し ま す。なお、申請書類、計画書類等は、港区情報公開条例の規定に基づき 、

公開請求の対象になり ま す。  

（ ２ ） 選考・ 選定過程の情報 

指定管理者候補者の選考・ 選定過程に関する 情報（ 応募書類、 選考委員会報告書、 公

募時質問項目、 選定委員会選定調書、 選考委員会会議録・ 選定委員会会議録等） は、 原

則公表し ま す。 なお、 事業者名については、 決定事業者のみ公表の対象と し ま す。  

（ ３ ） 指定管理業務に関する 情報 
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基本協定書、 年度協定書、 事業計画書等の事業運営に係る 書類、 第三者評価及び労

働環境モニタ リ ングの結果等、 指定管理業務に関する 情報は原則公表し ま す。  

 

６  モニタ リ ング等の実施  

（ １ ） モニタ リ ングの実施 

指定管理者は、 毎月の業務実績等の報告書を 定めら れた期日ま でに提出し 、 区へ報

告し ま す。 区は報告に基づき 施設の運営状況等を 確認し ま す。 ま た、 指定管理者に対

する 月次モニタ リ ングと し て、 チェ ッ ク シート 等を 活用し 、 施設の運営状況等の把握

に努めま す。  

ま た、 指定管理者は、 施設利用上の問題等の解決策を 検討し 、 業務を円滑に実施す

る ため、 必要に応じ て、 情報交換や業務の調整を 図る 場を 設けま す。  

こ のほか、 指定管理者は、 意見箱の設置等によ る 入居者等の意見・ 要望の聴取等、

入居者ニーズの把握を 行いま す。  

区が行う モニタ リ ングは、月次モニタ リ ング及び年度終了時モニタ リ ング等があり 、

モニタ リ ング等の結果は、 指定管理施設検証シート と し て取り ま と め、 ホームページ

で公表し ま す。  

（ ２ ） 第三者評価の実施 

区は、 指定管理者に対し 、 指定期間の中間年に１ 回、 第三者評価機関又はこ れに類

する も のによ る 評価の受審を 義務付け、その結果を 業務運営の改善指導に活用し ま す。

第三者評価機関と の契約は区が行いま す。  

（ ３ ） 労働環境モニタ リ ングの実施及び賃金給付状況シート の提出 

区は、 公の施設と し て入居者の安全・ 安心の確保を はじ め、 区民・ 入居者サービ ス

維持・ 向上の観点から 、 指定期間の２ 年目に社会保険労務士によ る 労働環境モニタ リ

ングを実施し ま す。 社会保険労務士と の契約は区が行いま す。  

ま た、 施設で勤務する 職員（ 業務の一部を 第三者へ再委託をする 場合に施設で勤務

する 職員についても 含みま す。） に支給さ れる 賃金について、 最低賃金水準額を 満た

し ている か確認を する ため、職種ごと に最も 低額の賃金の支給を 受けている 職員に関

する 賃金状況給付シート の提出が必要と なり ま す。  

（ ４ ） 監査の実施 

ア 地方自治法第１ ９ ９ 条第７ 項の規定によ り 、 区長又は監査委員が必要と 認める と

き は、 指定管理者が行う 管理業務に係る 出納関連の事務について、 監査を 行う こ と

があり ま す。  

イ  区では、 公正性、 透明性を よ り 一層確保する ため、 平成１ ３ 年度から 外部監査人

（ 公認会計士や弁護士等） によ る 包括外部監査を実施し ていま す。 公の施設の管理

に関する 業務に関し 、 包括外部監査の対象と なる 場合があり ま す。  

 

７  指定の取消し 等  

（ １ ） 指定の取消し と 業務の停止 
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指定管理者が次のいずれかに該当する 場合は、 指定の取消し 又は業務の停止を 命じ

る こ と があり ま す。 その場合において、 指定管理者に損害が生じ ても 、 区はその賠償

の責めを 負いま せん。  

ア 指定管理者が「 Ⅲの１ （ １ ） 申請者の資格」 に該当し なく なったと き 。  

イ  区が行う 施設への実地調査に応じ ず、 又は虚偽の報告を し 、 若し く は調査を 妨げ

たと き 。  

ウ  実地調査の結果に基づく 区の指示に、 正当な理由なく 従わないと き 。  

  エ 経営状況が悪化し 、 管理運営を 継続する こ と が著し く 困難と なっ たと き 。  

  オ 協定に違反し たと き 。  

カ 応募書類の内容に虚偽がある こ と が判明し たと き 。  

キ 違法行為や非行行為に関与する など 、 当該指定管理者に管理業務を行わせておく

こ と が、 社会通念上不適当と 判断さ れる と き 。  

  ク  その他指定管理者の責めに帰すべき 事由によ り 、事業の継続が困難になっ たと き 。 

  ケ 指定管理者から 協定解除の申出があり 、 その理由を 合理的なも のと 認めたと き 。  

  コ  不可抗力の事由によ り 、 業務の継続が困難になったと き 。  

（ ２ ） 事業の継続が困難と なった場合の措置 

 ア 事業の継続が困難と なり 、 指定が取り 消さ れる 場合でも 、 次の指定管理者が円滑

かつ支障なく 施設の管理運営業務を遂行でき る よ う 、適切な引継ぎを 行わなければ

なり ま せん。  

イ  不可抗力等、 指定管理者の責めに帰すこ と のでき ない事由によ り 事業の継続が困

難と なった場合は、 管理継続の可否について協議する こ と と し ま す。  

 

問合せ先 

 

 

 

〒１ ０ ５ －８ ５ １ １  

港区芝公園１ 丁目５ 番２ ５ 号 

港区 街づく り 支援部 住宅課 住宅政策担当 河野 

Ｔ Ｅ Ｌ ： ０ ３ －３ ５ ７ ８ －２ ２ ８ ９  

メ ールアド レ ス ： mi nat o112@ci t y. mi nat o. t okyo, j p 

mailto:minato112@city.minato.tokyo

